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第
二
章

電
話
盗
聴
事
件
の
深
層
：
メ
デ
ィ
ア
帝
国
と
権
力
の
癒
着

（
第
五
五
巻
第
二
号
)

一

メ
デ
ィ
ア
帝
国
と
政
治
権
力
の
癒
着

1

政
局
の
操
縦

2

不
健
全
な
交
流

3

不
明
瞭
な
⽛
タ
イ
ム
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⽜・⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
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買
収
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ロ
セ
ス

4

理
不
尽
な
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買
収
審
査

二
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ィ
ア
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警
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着

1

Ｎ
Ｉ
と
警
視
庁
首
脳
部
の
癒
着

2

Ｎ
Ｉ
と
警
察
の
情
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取
引

三

小
結

1

メ
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ィ
ア
帝
国
の
実
体
と
対
権
力
関
係

2

電
話
盗
聴
事
件
と
腐
敗
権
力

第
三
章

電
話
盗
聴
事
件
へ
の
対
応

（
第
五
五
巻
第
三
号
）

一

Ｎ
Ｃ
の
対
応

1
⽛
N
oW
⽜
の
廃
刊

2

BSkyB
買
収
の
断
念

3

事
件
の
事
後
処
理
体
制
の
確
立

4

経
営
上
の
変
革

二

政
府
・
議
会
の
対
応

1

政
府

2

議
会

三

刑
事
処
分

1

概
要

2

検
討

四

小
結

1

不
十
分
な
実
体
的
真
実
の
究
明

2

問
わ
れ
る
プ
レ
ス
規
制
の
在
り
方

結
び
に
代
え
て

第
三
章

電
話
盗
聴
事
件
へ
の
対
応

二
〇
一
一
年
七
月
、
長
期
間
に
わ
た
り
隠
さ
れ
て
き
た
新
聞
の
暗
部
で
あ
る
電
話
盗
聴
事
件
が
発
覚
し
、
責
任
追
及
と
真
相
究
明
を
求

め
る
動
き
が
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
噴
出
し
た
。
電
話
盗
聴
被
害
者
等
は
⽛
N
oW
⽜
等
に
対
し
て
法
的
責
任
を
追
及
し
、
市
民
社
会
も
そ
れ

を
後
押
し
た
。
特
に
、
H
acked
O
ffは
新
聞
の
違
法
な
情
報
収
集
行
為
を
糾
弾
し
つ
つ
、
電
話
盗
聴
被
害
者
を
積
極
的
に
支
援
し
た
（
1
）。
対

し
て
、
Ｎ
Ｃ
は
⽛
N
oW
⽜
を
自
ら
廃
刊
し
つ
つ
、
事
件
の
本
格
的
な
事
後
処
理
体
制
を
確
立
し
た
。
ま
た
、
政
府
は
事
件
を
究
明
す
べ
く
、
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独
立
調
査
機
関
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
を
設
置
し
、
プ
レ
ス
の
文
化
・
慣
行
・
倫
理
に
関
す
る
調
査
及
び
今
後
の
プ
レ
ス
規
制
に
関
す
る
検

討
を
委
ね
た
。
議
会
も
関
係
委
員
会
に
よ
る
Ｎ
Ｃ
と
Ｎ
Ｉ
の
経
営
陣
に
説
明
を
求
め
る
公
聴
会
の
開
催
を
含
め
、
事
件
に
関
す
る
調
査
を

実
施
し
た
。
他
方
で
、
二
〇
一
一
年
一
月
よ
り
再
開
さ
れ
た
事
件
捜
査
が
本
格
化
し
、
関
係
者
の
刑
事
処
分
が
相
次
い
だ
。

以
下
、
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
後
の
Ｎ
Ｃ
と
政
府
・
議
会
の
対
応
、
及
び
事
件
関
係
者
の
刑
事
処
分
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一

Ｎ
Ｃ
の
対
応

大
半
の
電
話
盗
聴
事
件
の
加
害
企
業
で
あ
る
Ｎ
Ｃ
は
二
〇
一
一
年
七
月
、
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
電
話
盗
聴
事
件
を
は
じ
め
一
連
の
事
件

発
覚
を
受
け
、
メ
デ
ィ
ア
帝
国
と
し
て
の
地
位
が
四
面
楚
歌
の
危
機
に
瀕
し
た
。
同
社
は
こ
の
危
機
を
克
服
す
べ
く
、⽛
N
oW
⽜
の
廃
刊
、

BSkyB
買
収
の
断
念
、
事
件
の
事
後
処
理
体
制
の
確
立
等
、
相
次
い
で
重
要
な
政
策
決
定
を
下
す
一
方
、
経
営
上
の
変
革
も
模
索
し
た
。

1
⽛
N
oW
⽜
の
廃
刊

Ｎ
Ｉ
の
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
会
長
は
二
〇
一
一
年
七
月
七
日
、⽛
N
oW
⽜
を
廃
刊
す
る
と
発
表
し
た
（
2
）。
同
紙
は
こ
の
発
表
か
ら

三
日
後
の
七
月
一
〇
日
（
日
）、
電
話
盗
聴
に
対
す
る
謝
罪
を
含
む
全
面
社
説
を
以
て
、
一
八
四
三
年
創
刊
か
ら
一
六
八
年
の
歴
史
に
終
焉

を
告
げ
た
。
犯
罪
や
煽
情
的
な
報
道
に
特
化
し
た
（
3
）タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
の
代
名
詞
で
あ
り
、
英
国
の
日
曜
紙
の
う
ち
最
大
発
行
部
数
（
一
九
五

一
年
八
四
〇
万
部
、
二
〇
一
一
年
廃
刊
時
二
七
〇
万
部
（
4
））
を
誇
っ
て
き
た
同
紙
が
歴
史
か
ら
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。

Ｎ
Ｃ
と
Ｎ
Ｉ
に
よ
る
⽛
N
oW
⽜
の
廃
刊
決
定
は
、
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
が
同
紙
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
、
極
度
の
世
論
悪

化
に
伴
う
広
告
主
の
離
反
に
直
面
し
た
た
め
、
必
然
的
決
定
と
言
え
よ
う
。
Ｎ
Ｃ
が
同
社
の
全
体
収
益
の
一
％
を
占
め
る
同
紙
を
諦
め
た
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の
は
、
社
会
全
般
の
反
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
ム
ー
ド
に
対
す
る
一
種
の
劇
薬
処
方
で
、
実
質
的
に
は
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
他
新
聞
を
保
全
し
、

そ
れ
以
上
の
企
業
価
値
の
失
墜
を
遮
断
す
る
た
め
の
戦
略
的
後
退
と
解
さ
れ
る
。

メ
デ
ィ
ア
内
外
で
は
電
話
盗
聴
事
件
が
招
い
た
大
波
紋
を
考
慮
し
、
英
国
か
ら
Ｎ
Ｃ
の
新
聞
事
業
の
撤
退
を
求
め
る
声
も
あ
っ
た
が
、

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
⽛
N
oW
⽜
の
み
を
犠
牲
に
し
た
。
彼
は
、
同
紙
の
従
業
員
等
を
⽛
サ
ン
⽜
に
吸
収
さ
せ
、
二
〇
一
二
年
二
月

よ
り
⽛
サ
ン
⽜
の
日
曜
発
行
（
T
heSun
on
Sunday）
を
開
始
し
た
。
す
な
わ
ち
、⽛
サ
ン
⽜
が
単
一
題
号
下
で
週
七
日
発
行
体
制
に
転
換

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、⽛
N
oW
⽜
は
実
質
的
に
は
廃
刊
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、⽛
サ
ン
⽜
の
一
部
と
し
て
生
き
延
び
て
い
る
言
え

よ
う
。
た
だ
、⽛
サ
ン
⽜
は
、
過
去
警
察
官
等
公
職
者
に
対
し
他
人
の
個
人
情
報
の
提
供
の
対
価
と
し
て
⽛
違
法
な
金
銭
支
給
文
化
⽜
を
形

成
し
て
き
た
新
聞
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

2

BSkyB
買
収
の
断
念

Ｎ
Ｃ
は
二
〇
一
一
年
七
月
一
三
日
、
BSkyB
買
収
申
請
を
撤
回
す
る
と
発
表
し
た
（
5
）。
す
な
わ
ち
、
同
社
は
自
身
が
三
九
･一
％
の
持
分

を
保
有
す
る
BSkyB
に
対
し
、
そ
の
残
余
持
分
（
六
〇
･九
％
）
の
取
得
に
よ
る
完
全
子
会
社
化
を
断
念
し
た
の
で
あ
る
。
同
社
は
政
府

の
黙
認
の
下
、
二
〇
一
〇
年
六
月
か
ら
本
件
買
収
計
画
を
推
進
し
て
同
年
一
二
月
に
第
一
次
関
門
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
の
承
認
を
得
て
お
り
、
電

話
盗
聴
事
件
が
発
覚
し
た
二
〇
一
一
年
七
月
に
最
終
関
門
で
あ
る
国
内
法
に
基
づ
く
政
府
の
承
認
を
目
前
に
控
え
て
い
た
。

Ｎ
Ｃ
は
、電
話
盗
聴
事
件
の
大
半
が
傘
下
の
新
聞
の
犯
行
で
あ
る
こ
と
が
明
る
み
に
出
た
以
上
、本
件
買
収
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
決
断
の
具
体
的
な
要
因
と
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
審
査
開
始
前
か
ら
提
起
さ
れ
て
き
た
メ
デ
ィ
ア

の
多
元
性
の
低
下
（
Ｎ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
の
集
中
）
の
懸
念
に
加
え
、
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
を
機
に
政
府
の
同
社
へ
の
態
度
が
急
変
し

た
こ
と
や
、
よ
り
決
定
的
に
は
労
働
党
が
同
社
の
深
刻
な
反
競
争
性
を
理
由
に
議
会
に
お
い
て
本
件
買
収
申
請
の
撤
回
を
求
め
る
動
議
を
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提
出
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
Ｎ
Ｃ
の
BSkyB
買
収
計
画
は
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
電
話
盗
聴
事
件
の
ほ
と
ぼ
り
が
冷
め
た
ら
、
二
〇
一
六

年
旧
Ｎ
Ｃ
を
継
承
し
た
21
世
紀
フ
ォ
ッ
ク
ス
に
よ
り
再
び
Sky
U
K
（
旧
BSkyB）
の
完
全
買
収
が
試
み
ら
れ
た
（
6
）こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

結
局
、
Sky
U
K
は
紆
余
曲
折
を
経
て
、
前
述
の
如
く
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
に
よ
り
買
収
さ
れ
た
（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
）。

3

事
件
の
事
後
処
理
体
制
の
確
立

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
二
〇
一
一
年
七
月
一
五
日
、⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴
被
害
者
の
一
人
で
あ
る
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
の
遺
族
に

個
人
的
に
謝
罪
し
た
こ
と
に
続
き
、
そ
の
翌
日
に
は
同
紙
の
電
話
盗
聴
と
い
う
重
大
な
不
正
行
為
を
認
め
、
被
害
者
等
に
謝
罪
す
る
全
面

広
告
を
主
要
全
国
紙
に
掲
載
し
た
（
7
）。

Ｎ
Ｃ
は
二
〇
一
一
年
七
月
一
八
日
、
Ｎ
Ｉ
か
ら
独
立
し
た
管
理
基
準
委
員
会
（
M
anagem
entStandardsCom
m
ittee,M
SC）
を
設

置
し
、
七
月
二
一
日
に
電
話
盗
聴
事
件
、
警
察
官
等
へ
の
金
銭
支
給
事
件
、
そ
の
他
Ｎ
Ｉ
の
電
話
盗
聴
事
件
関
連
問
題
の
事
後
処
理
に
関

す
る
監
督
と
責
任
を
委
任
し
た
（
8
）。
M
SC
は
、
電
話
盗
聴
事
件
に
関
す
る
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
内
部
調
査
を
は
じ
め
、
警
察
捜
査
、
民
事
訴

訟
、議
会
の
公
聴
会
、レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
調
査
、PCC
の
審
理
等
へ
の
対
応
に
関
す
る
一
切
の
権
限
を
付
与
さ
れ
た
。
こ
れ
で
、⽛
N
oW
⽜

や
⽛
サ
ン
⽜
の
電
話
盗
聴
事
件
の
処
理
体
制
が
確
立
さ
れ
、
本
格
的
な
対
応
が
始
ま
っ
た
。
M
SC
は
警
察
の
電
話
盗
聴
事
件
の
再
捜
査
に

全
面
協
力
し
つ
つ
、
被
害
者
対
応
に
膨
大
な
金
銭
を
投
入
す
る
（
9
）等
、
事
件
の
事
後
処
理
に
比
較
的
真
摯
に
対
応
し
て
き
た
。

Ｎ
Ｃ
が
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
独
立
性
が
担
保
さ
れ
た
M
SC
を
設
置
し
、
電
話
盗
聴
事
件
へ
の
透
明
な
対
応
に
乗
り
出
し
た
の
は
評
価
に

値
す
る
。
た
だ
、
M
SC
は
主
に
事
件
の
事
後
処
理
に
追
わ
れ
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
違
法
な
情
報
収
集
行
為
の
根
絶
に
向
け
た
再
発
防
止

策
を
講
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
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4

経
営
上
の
変
革

Ｎ
Ｃ
は
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
を
受
け
、
危
機
に
瀕
し
た
組
織
を
立
て
直
す
べ
く
、
経
営
上
の
変
革
を
模

索
し
た
。

第
一
に
、
Ｎ
Ｃ
と
Ｎ
Ｉ
は
首
脳
部
人
事
を
刷
新
し
た
。
電
話
盗
聴
事
件
の
再
捜
査
の
本
格
化
に
伴
い
、
Ｎ
Ｉ
の
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク

ス
CEO（
二
〇
一
一
年
七
月
一
五
日
）、
Ｎ
Ｉ
の
前
会
長
で
Ｎ
Ｃ
傘
下
の
ダ
ウ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
社
（
D
ow
Jones&
Com
pany）
の
レ
ス
・

ヒ
ン
ト
ン
会
長
兼
⽛
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
⽜
の
発
行
人
（
同
）、
二
六
年
間
⽛
N
oW
⽜
と
⽛
サ
ン
⽜
の
法
律
顧
問
を
務

め
た
Ｎ
Ｉ
の
ト
ム
・
ク
ロ
ー
ン
法
務
部
長
（
同
年
七
月
一
三
日
）
等
が
相
次
い
で
辞
任
し
た
。

Ｎ
Ｃ
の
創
業
者
一
族
も
Ｎ
Ｉ
の
経
営
の
一
線
か
ら
一
歩
後
退
し
た
。
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
Ｎ
Ｉ
の
理
事
（
二
〇
一
二
年
七
月
二

二
日
（
10
））、
メ
デ
ィ
ア
帝
国
の
最
有
力
後
継
候
補
と
し
て
目
さ
れ
て
き
た
Ｎ
Ｃ
の
英
国
総
責
任
者
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
Ｎ
Ｉ
と

BSkyB
の
会
長
職
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
退
き
（
二
〇
一
二
年
二
月
二
九
日
、
同
年
四
月
三
日
）、
後
者
は
Ｎ
Ｃ
の
副
最
高
運
営
責
任
者
（
CO
O
）

と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
異
動
し
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
配
置
転
換
は
、
電
話
盗
聴
事
件
に
起
因
し
た
BSkyB
買
収
申
請

の
撤
回
が
決
定
的
な
理
由
で
、
投
資
家
等
の
不
満
の
声
を
受
け
止
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
電
話
盗
聴
事
件
へ
の
対
応
が
一
段
落
し
た
頃
、
Ｎ
Ｃ
と
Ｎ
Ｉ
の
旧
首
脳
陣
が
再
び
経
営
の
前
面
に
戻
っ
た
こ
と
に
留
意
す

べ
き
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
二
〇
一
五
年
六
月
に
後
述
す
る
Ｎ
Ｃ
の
分
社
化
に
よ
り
誕
生
し
た
21
世
紀
フ
ォ
ッ
ク
ス
の

CEO
と
な
り
（
11
）、
二
〇
一
六
年
一
月
に
BSkyB
の
後
身
で
あ
る
Sky
U
K
の
会
長
に
就
任
し
た
（
12
）。
ま
た
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
二

〇
一
五
年
九
月
、
通
信
盗
聴
共
謀
及
び
職
権
濫
用
幇
助
嫌
疑
で
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
た
末
に
無
罪
が
確
定
し
、
N
ew
sU
K
の
CEO
に
復
帰

し
た
（
13
）。

第
二
に
、
Ｎ
Ｉ
は
二
〇
一
三
年
六
月
二
六
日
、
社
名
を
N
ew
s
U
K
に
改
名
し
た
（
14
）。
社
名
変
更
は
、
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
後
失
墜
し
た
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Ｎ
Ｉ
ブ
ラ
ン
ド
の
イ
メ
ー
ジ
向
上
戦
略
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
社
名
変
更
の
前
に
傘
下
の
新
聞
の
う
ち
⽛
N
oW
⽜
が
廃
刊
さ
れ
、
代
わ
り

に
⽛
サ
ン
⽜
が
週
七
日
発
行
体
制
へ
と
転
換
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

第
三
に
、
Ｎ
Ｃ
は
分
社
化
を
断
行
し
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｎ
Ｃ
は
二
〇
一
二
年
六
月
、
同
社
の
資
産
を
新
聞
・
出
版
部
門
と
エ
ン
タ
ー
テ

イ
ン
メ
ン
ト
（
映
画
、
放
送
等
）
部
門
に
両
分
す
る
計
画
を
公
表
し
（
15
）、
一
年
後
の
二
〇
一
三
年
六
月
、
前
者
を
新
Ｎ
Ｃ
、
後
者
を
21
世
紀

フ
ォ
ッ
ク
ス
に
分
離
・
再
編
し
た
（
両
社
と
も
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
CEO
体
制
）。
こ
の
結
果
、
前
者
は
⽛
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー

ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
⽜、⽛
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ポ
ス
ト
⽜（
N
ew
Y
ork
Post）
を
筆
頭
に
米
国
、
英
国
、
豪
州
等
に
お
け
る
傘
下
の
各
新
聞
や

ハ
ー
パ
ー
コ
リ
ン
ズ
出
版
（
H
arperCollins）
等
を
、
後
者
は
旧
Ｎ
Ｃ
の
主
収
益
源
で
あ
る
20
世
紀
フ
ォ
ッ
ク
ス
映
画
（
T
w
entieth

Century
Fox
Film
Corporation）、
フ
ォ
ッ
ク
ス
放
送
（
Fox
Broadcasting
Com
pany,FX
N
etw
orks）
等
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
Ｎ
Ｃ
側
は
こ
の
変
革
に
つ
き
電
話
盗
聴
事
件
と
の
関
連
性
を
否
定
し
た
（
16
）が
、
実
質
的
に
は
米
国
内
Ｎ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
電
話

盗
聴
疑
惑
も
提
起
さ
れ
た
中
、
Ｎ
Ｃ
株
主
等
の
経
営
上
の
懸
念
と
損
失
補
填
の
た
め
の
集
団
行
動
（
訴
訟
）
を
意
識
し
た
側
面
が
強
い
。

一
方
、
21
世
紀
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
映
画
・
テ
レ
ビ
部
門
は
、
米
メ
デ
ィ
ア
・
娯
楽
大
手
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
と
米

CA
T
V
大
手
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
に
よ
る
争
奪
戦
の
結
果
、
二
〇
一
九
年
三
月
に
前
者
に
買
収
さ
れ
た
（
17
）。
な
お
、
21
世
紀
フ
ォ
ッ
ク
ス
の

ニ
ュ
ー
ス
・
ス
ポ
ー
ツ
部
門
は
買
収
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
一
家
が
率
い
る
フ
ォ
ッ
ク
ス
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ

ン
（
Fox
Corporation）
と
い
う
新
規
会
社
に
よ
り
継
承
さ
れ
た
（
18
）。

二

政
府
・
議
会
の
対
応

政
府
は
二
〇
一
一
年
七
月
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
主
導
の
下
、
独
立
公
的
調
査
機
関
（
independentpublicinquiry）、
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レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
を
設
置
し
、
電
話
盗
聴
事
件
の
真
相
究
明
を
委
任
し
た
。
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
調
査
と
は
別
に
、
O
fcom
は
Ｎ
Ｃ
が
筆

頭
株
主
と
な
っ
て
い
る
BSkyB
の
放
送
免
許
保
有
の
適
否
を
審
査
し
た
。
議
会
も
下
院
文
化
委
員
会
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
委
員
会
が

二
〇
一
一
年
七
月
以
降
、
電
話
盗
聴
事
件
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
。

1

政
府

（
1
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会

デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
二
〇
一
一
年
七
月
六
日
、
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
へ
の
市
民
社
会
の
公
憤
と
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ミ
リ

バ
ン
ド
（
Edw
ard
M
iliband）
労
働
党
党
首
等
に
よ
る
公
的
調
査
機
関
の
設
置
要
求
を
受
け
、
下
院
の
電
話
盗
聴
事
件
に
関
す
る
緊
急
討

論
会
で
事
件
の
真
相
究
明
の
た
め
の
公
的
調
査
機
関
の
設
置
を
示
唆
し
た
（
19
）。
続
い
て
彼
は
七
月
一
三
日
、
下
院
で
プ
レ
ス
の
違
法
行
為
の

蔓
延
、
一
部
警
察
官
の
腐
敗
、
政
界
の
対
応
失
敗
等
を
挙
げ
つ
つ
、
調
査
法
（
InquiriesA
ct2005）
に
基
づ
き
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
レ
ベ
ソ

ン
（
Brian
Leveson）
控
訴
院
判
事
を
委
員
長
と
す
る
独
立
調
査
委
員
会
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
（
20
）を
設
置
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
（
21
）。
レ
ベ
ソ

ン
委
員
会
の
設
置
は
、
政
府
の
電
話
盗
聴
事
件
に
対
す
る
最
初
の
本
格
的
措
置
で
あ
る
。

レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
が
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
か
ら
委
ね
ら
れ
た
調
査
の
対
象
は
、
大
き
く
プ
レ
ス
の
文
化
・
慣
行
・
倫
理
に

関
す
る
事
案
（
パ
ー
ト
Ⅰ
）、
Ｎ
Ｉ
と
そ
の
他
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
違
法
・
不
適
切
な
行
為
に
関
す
る
事
案
（
パ
ー
ト
Ⅱ
）
で
あ
る
（
22
）。
ま
ず
、

パ
ー
ト
Ⅰ
は
①
調
査
と
②
勧
告
か
ら
成
る
。
①
は
㋐
全
国
紙
と
政
治
家
の
接
触
・
関
係
、
㋑
プ
レ
ス
と
警
察
の
接
触
・
関
係
、
㋒
個
人
情

報
保
護
を
含
む
現
行
政
策
・
規
制
枠
組
の
失
敗
、
㋓
メ
デ
ィ
ア
の
違
法
行
為
へ
の
事
前
警
告
の
失
敗
に
つ
い
て
調
査
し
、
②
は
㋐
プ
レ
ス

の
品
位
・
自
由
、
メ
デ
ィ
ア
の
多
元
性
、
メ
デ
ィ
ア
の
独
立
性
を
支
援
し
つ
つ
、
最
高
の
倫
理
基
準
を
促
進
す
る
よ
り
有
効
な
新
し
い
プ

レ
ス
政
策
・
規
制
体
制
、
㋑
今
後
の
プ
レ
ス
の
行
為
、
メ
デ
ィ
ア
政
策
、
ク
ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
所
有
を
め
ぐ
る
関
係
機
関
（
議
会
、
政
府
、
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検
察
、
警
察
等
）
の
対
処
、
㋒
今
後
政
治
家
と
プ
レ
ス
の
関
係
、
㋓
今
後
警
察
と
プ
レ
ス
の
関
係
に
つ
い
て
勧
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
次

に
、
パ
ー
ト
Ⅱ
は
①
Ｎ
Ｉ
、
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
、
個
人
情
報
保
有
に
よ
る
違
法
・
不
適
切
な
行
為
、
②
Ｎ
Ｉ
関
係
者
の
違
法
行
為
嫌
疑
・

証
拠
を
捜
査
し
た
警
察
力
、
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
へ
の
警
視
庁
の
検
討
、
検
察
の
行
為
、
③
警
察
の
不
正
な
金
銭
そ
の
他
誘
因
の
受

領
、
そ
の
よ
う
な
職
権
濫
用
の
共
謀
や
そ
れ
へ
の
適
切
な
捜
査
の
抑
制
の
共
謀
、
④
Ｎ
Ｉ
と
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
企
業
統
治
・

管
理
の
失
敗
、
Ｎ
Ｉ
の
違
法
行
為
の
捜
査
失
敗
に
関
わ
っ
た
者
（
政
治
家
、
公
務
員
、
そ
の
他
）
の
役
割
に
つ
い
て
調
査
し
た
上
で
、
⑤

新
聞
社
と
警
察
・
検
察
・
関
連
当
局
の
関
係
の
含
意
に
照
ら
し
、
必
要
な
措
置
を
勧
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
、
パ
ー
ト
Ⅰ
は
電
話
盗

聴
事
件
が
触
発
し
た
プ
レ
ス
の
文
化
・
慣
行
・
倫
理
問
題
の
全
般
に
関
す
る
質
的
分
析
、
パ
ー
ト
Ⅱ
は
Ｎ
Ｉ
と
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ

る
違
法
・
不
適
切
な
行
為
に
対
す
る
刑
事
手
続
と
事
実
関
係
に
基
づ
く
量
的
分
析
を
要
す
る
事
案
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
は
、
電
話
盗
聴
事
件
の
刑
事
手
続
が
進
行
中
で
あ
っ
た
た
め
、
パ
ー
ト
Ⅱ
の
実
質
的
な
調
査
を
避
け
、
パ
ー
ト
Ⅰ
を

中
心
に
調
査
を
遂
行
し
た
。
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
は
二
〇
一
一
年
一
一
月
か
ら
二
〇
一
二
年
七
月
ま
で
証
人
の
召
喚
・
口
頭
証
言
と
書
面
証

言
・
関
連
資
料
の
提
出
を
要
求
す
る
公
聴
会
等
の
方
式
を
採
用
し
、
調
査
を
進
め
た
。
調
査
に
よ
る
と
、
Ｎ
Ｉ
を
含
む
プ
レ
ス
関
係
者
、

電
話
盗
聴
被
害
者
、
市
民
代
表
と
有
識
者
、
前
職
・
現
職
警
視
庁
幹
部
を
含
む
警
察
官
、
前
職
・
現
職
首
相
と
閣
僚
を
含
む
政
治
家
等
六

五
〇
余
人
が
公
聴
会
に
出
席
し
、
六
〇
〇
〇
頁
に
及
ぶ
証
言
・
意
見
提
出
が
行
わ
れ
た
（
23
）。
一
方
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
は
調
査
関
連
事
案
の

直
接
関
係
者
、
重
要
利
害
関
係
者
、
露
骨
・
重
大
な
批
判
に
晒
さ
れ
得
る
者
を
核
心
参
加
者
（
24
）と
し
て
指
定
し
、
証
拠
を
閲
覧
す
る
権
利
と

証
人
に
質
問
す
る
権
利
を
与
え
た
。

レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
は
二
〇
一
二
年
一
一
月
二
九
日
、
本
体
四
冊
（
全
体
二
〇
〇
〇
頁
）
と
要
旨
一
冊
（
四
八
頁
）
の
膨
大
な
報
告
書
（
25
）を

議
会
に
提
出
し
た
。
報
告
書
は
、⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴
を
含
む
プ
レ
ス
の
非
倫
理
的
か
つ
違
法
な
情
報
収
集
行
為
や
プ
レ
ス
と
政
治
家
・

警
察
の
不
健
全
な
関
係
を
摘
示
・
批
判
す
る
一
方
、
PCC
を
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
し
て
失
敗
し
た
と
断
じ
た
上
で
、
新
し
い
プ
レ
ス
規
制
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機
関
の
目
標
を
真
に
独
立
か
つ
有
効
な
自
主
規
制
シ
ス
テ
ム
と
規
定
し
、
法
律
に
基
づ
く
独
立
自
主
規
制
の
確
立
を
勧
告
し
た
。
今
後
の

プ
レ
ス
規
制
モ
デ
ル
に
関
す
る
勧
告
は
、
具
体
的
に
は
①
プ
レ
ス
業
界
と
政
府
か
ら
独
立
し
た
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
確
立
、
②
プ
レ
ス
の

自
由
へ
の
政
府
の
法
的
保
護
、
③
法
定
承
認
機
関
（
O
fcom
を
想
定
）
に
よ
る
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
承
認
と
定
期
審
査
、
④
会
員
プ
レ
ス

の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
仲
裁
サ
ー
ビ
ス
（
arbitration
service）
の
提
供
）
等
を
盛
り
込
ん
で
い
る
（
26
）。

（
2
）
O
fcom

野
党
・
労
働
党
は
二
〇
一
一
年
七
月
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
を
機
に
、
O
fcom
に
Ｎ
Ｉ
の
母
企
業
、
Ｎ
Ｃ

が
三
九
・
一
％
の
持
分
を
有
す
る
BSkyB
の
放
送
免
許
保
有
の
適
否
に
関
す
る
審
査
を
求
め
た
。
ま
た
、
政
府
与
党
は
Ｎ
Ｃ
を
念
頭
に
、

放
送
局
所
有
の
適
合
性
に
関
す
る
法
制
を
検
討
し
、
基
準
未
充
足
事
業
者
の
退
出
を
示
唆
し
た
。
こ
の
よ
う
な
要
請
を
受
け
、
O
fcom
は

BSkyB
の
放
送
免
許
保
有
の
適
否
審
査
を
行
っ
た
。

O
fcom
は
一
年
余
の
検
討
を
経
て
、
二
〇
一
二
年
九
月
二
〇
日
、
一
九
九
〇
年
放
送
法
三
条
三
項
及
び
一
九
九
六
年
放
送
法
三
条
三
項

に
基
づ
き
、
放
送
免
許
者
の
適
合
性
が
持
続
的
に
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
確
認
し
た
上
で
、
BSkyB
が
⽛
N
oW
⽜
や
⽛
サ
ン
⽜

の
違
法
行
為
に
直
接
的
・
間
接
的
に
関
わ
っ
た
証
拠
は
な
い
と
し
、BSkyB
の
放
送
免
許
者
と
し
て
の
適
合
性
を
認
め
る
決
定
を
下
し
た
（
27
）。

し
か
し
、
O
fcom
は
本
決
定
に
お
い
て
異
例
的
に
BSkyB
の
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
前
会
長
の
電
話
盗
聴
事
件
へ
の
対
応
失
敗
を

強
く
叱
咤
す
る
一
方
、
事
件
に
関
す
る
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
調
査
結
果
や
刑
事
処
分
の
行
方
次
第
で
追
加
審
査
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
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2

議
会

（
1
）
下
院
文
化
委
員
会

下
院
文
化
委
員
会
は
二
〇
一
一
年
七
月
、
電
話
盗
聴
事
件
に
関
す
る
調
査
を
再
開
し
た
。
同
委
員
会
は
、
事
件
が
表
面
化
す
る
前
の
約

一
〇
年
間
三
度
に
わ
た
り
電
話
盗
聴
等
メ
デ
ィ
ア
の
違
法
行
為
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
行
為
）
に
つ
い
て
調
査
し
た
が
、
満
足
の
い
く
結

論
に
達
し
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
同
委
員
会
の
二
〇
一
〇
年
二
月
調
査
報
告
書
、⽛
プ
レ
ス
基
準
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
メ
デ
ィ
ア
⽜
は
、
電

話
盗
聴
の
蔓
延
事
実
を
否
定
し
た
Ｎ
Ｉ
関
係
者
等
の
証
言
に
つ
き
⽛
集
団
健
忘
症
⽜
と
揶
揄
す
る
に
止
ま
り
、
蔓
延
事
実
を
立
証
で
き
な

か
っ
た
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、同
委
員
会
が
そ
れ
ま
で
Ｎ
Ｉ
関
係
者
等
に
誤
導
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
認
め
、

電
話
盗
聴
事
件
に
関
す
る
事
実
関
係
の
調
査
に
再
着
手
し
た
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。

下
院
文
化
委
員
会
は
二
〇
一
一
年
七
月
一
九
日
、
マ
ー
ド
ッ
ク
親
子
（
ル
パ
ー
ト
と
ジ
ェ
ー
ム
ス
）
と
Ｎ
Ｉ
の
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク

ス
前
CEO
（
当
時
保
釈
中
）
を
召
喚
し
、
公
聴
会
を
開
催
し
た
。
英
国
議
会
の
公
聴
会
に
お
け
る
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
召
喚
は
、

彼
が
英
国
事
業
に
進
出
し
て
以
来
四
〇
余
年
で
初
め
て
で
、
世
界
の
耳
目
を
集
め
た
。
続
い
て
同
委
員
会
は
同
年
九
月
六
日
に
は
Ｎ
Ｉ
の

ト
ム
・
ク
ロ
ー
ン
前
法
務
部
長
、⽛
N
oW
⽜
の
コ
リ
ン
・
マ
イ
ラ
ー
前
編
集
長
等
、
同
年
一
〇
月
一
九
日
に
は
Ｎ
Ｉ
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
パ
イ

ク
（
Julian
Pike）
法
律
顧
問
、
電
話
盗
聴
被
害
者
の
弁
護
人
の
マ
ー
ク
・
ル
イ
ス
、
Ｎ
Ｉ
の
レ
ス
・
ヒ
ン
ト
ン
前
会
長
等
、
同
年
一
一
月

一
〇
日
に
は
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
を
召
喚
し
、
公
聴
会
を
開
催
し
た
。

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
二
〇
一
一
年
七
月
一
九
日
公
聴
会
で
、
電
話
盗
聴
問
題
の
重
大
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
は
一
部
社
員
の

誤
っ
た
行
為
で
、
当
時
自
身
は
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
自
身
の
責
任
で
は
な
い
と
証
言
し
た
。
ま
た
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
は
同

日
、
二
〇
一
〇
年
末
一
連
の
民
事
訴
訟
に
直
面
し
、
よ
り
多
く
の
⽛
N
oW
⽜
関
係
者
が
電
話
盗
聴
に
関
わ
っ
た
可
能
性
を
認
識
す
る
ま
で

は
電
話
盗
聴
の
蔓
延
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
と
証
言
し
、
同
年
一
一
月
一
〇
日
に
も
概
ね
同
一
見
解
を
示
し
た
（
28
）。
さ
ら
に
、
レ
ベ
ッ
カ
・
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ブ
ル
ッ
ク
ス
は
二
〇
一
一
年
七
月
一
九
日
公
聴
会
で
、
二
〇
一
〇
年
末
女
優
の
シ
エ
ナ
・
ミ
ラ
ー
よ
り
民
事
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
で
、

会
社
経
営
陣
が
実
質
的
に
電
話
盗
聴
の
蔓
延
事
実
の
可
能
性
を
認
識
し
た
と
証
言
し
た
。
こ
の
よ
う
な
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
〇
六
年

⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴
事
件
以
前
は
勿
論
、
そ
の
後
も
二
〇
一
〇
年
末
ま
で
に
同
紙
の
電
話
盗
聴
の
蔓
延
事
実
を
認
知
で
き
な
か
っ
た
と

す
る
三
人
の
証
言
は
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
主
要
新
聞
が
編
集
幹
部
を
通
じ
て
彼
の
強
力
な
掌
握
下
に
置
か
れ
て
い
た
（
29
）こ
と
に
鑑

み
、
偽
証
の
疑
い
が
強
い
。
二
〇
一
一
年
七
月
一
九
日
公
聴
会
途
中
、
傍
聴
者
が
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
に
汚
物
を
投
げ
つ
け
る
不
測

の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
（
30
）は
、
そ
の
よ
う
な
偽
証
に
対
す
る
市
民
の
不
満
の
表
れ
に
他
な
ら
な
い
。

下
院
文
化
委
員
会
は
二
〇
一
二
年
四
月
三
〇
日
、
公
聴
会
を
含
む
主
要
事
実
関
係
に
関
す
る
調
査
を
経
て
、⽛
Ｎ
Ｉ
と
電
話
盗
聴
⽜
と
い

う
報
告
書
を
公
表
し
た
（
31
）。
同
報
告
書
は
上
記
の
マ
ー
ド
ッ
ク
親
子
と
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
主
張
に
対
し
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ

ク
が
自
身
の
会
社
が
行
っ
た
電
話
盗
聴
へ
の
措
置
を
怠
っ
た
と
し
、国
際
的
な
大
企
業
の
経
営
者
と
し
て
相
応
し
く
な
い
と
批
判
し
つ
つ
、

Ｎ
Ｃ
と
Ｎ
Ｉ
が
電
話
盗
聴
事
件
に
関
す
る
内
部
調
査
の
失
敗
と
蔓
延
し
て
い
た
違
法
行
為
の
証
拠
無
視
に
よ
り
違
法
行
為
を
故
意
に
黙
認

し
た
こ
と
か
ら
、
マ
ー
ド
ッ
ク
親
子
を
は
じ
め
と
す
る
経
営
陣
が
究
極
的
に
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
駁
し
た
（
32
）。
実
際
、

⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
二
〇
〇
八
年
プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
選
手
協
会
の
ゴ
ー
ド
ン
・
テ
イ
ラ
ー
の
民
事
訴
訟
の
処
理
や
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
二
〇
〇
九

年
七
月
九
日
付
報
道
へ
の
対
応
等
は
、
同
紙
の
編
集
幹
部
と
経
営
陣
の
阿
吽
の
呼
吸
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
33
）。
よ
っ
て
、
電
話
盗

聴
の
蔓
延
事
実
の
認
知
時
点
等
に
関
す
る
公
聴
会
に
お
け
る
マ
ー
ド
ッ
ク
親
子
と
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
証
言
は
、
虚
偽
な
い
し
は

不
合
理
な
弁
解
に
過
ぎ
ず
、⽛
N
oW
⽜の
コ
リ
ン
・
マ
イ
ラ
ー
前
編
集
長
等
を
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
2
）
下
院
内
務
委
員
会

下
院
内
務
委
員
会
は
二
〇
一
〇
年
九
月
、⽛
モ
バ
イ
ル
通
信
の
無
断
盗
聴
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
⽜
に
関
す
る
調
査
を
開
始
し
、
主
に
①
適
用
法
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令
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
濫
用
禁
止
法
、
デ
ー
タ
保
護
法
、
調
査
権
限
規
制
法
等
）、
②
警
察
の
対
処
（
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
〇
七
年
）、
③
携

帯
電
話
会
社
の
顧
客
の
個
人
情
報
保
護
の
た
め
の
役
割
を
検
証
し
た
。
同
委
員
会
は
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
が
発
覚
し
た
直
後
の
二
〇
一

一
年
七
月
一
九
日
、
以
上
の
検
証
内
容
を
基
に
⽛
モ
バ
イ
ル
通
信
の
無
断
盗
聴
⽜
と
い
う
報
告
書
を
公
表
し
た
（
34
）。

同
報
告
書
は
、
特
に
②
と
関
連
し
て
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
に
対
す
る
Ｎ
Ｉ
の
反
応
と
捜
査
協
力
に
至
る
ま
で
に
要
し
た
長
い
時
間

を
慨
嘆
す
る
一
方
、
不
適
切
な
捜
査
に
つ
な
が
っ
た
警
察
の
決
定
を
黙
過
で
き
な
い
と
し
つ
つ
、
警
視
庁
高
官
と
⽛
N
oW
⽜
の
ネ
イ
ル
・

ウ
ォ
リ
ス
前
副
編
集
長
と
の
親
密
な
関
係
を
批
判
し
た
（
35
）。
と
こ
ろ
が
、
同
報
告
書
は
社
会
的
に
高
度
の
テ
ロ
の
危
機
下
に
あ
っ
た
二
〇
〇

六
年
当
時
、
警
視
庁
が
新
聞
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
へ
の
対
応
よ
り
は
対
テ
ロ
作
戦
の
遂
行
を
優
先
し
た
と
し
、
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜

査
の
責
任
者
に
対
し
て
多
少
理
解
を
示
し
た
（
36
）。

（
3
）
合
同
委
員
会

ド
ミ
ニ
ク
・
グ
リ
ー
ブ
（
D
om
inic
Grieve）
法
務
大
臣
は
二
〇
一
一
年
五
月
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
救
済
手
段
と
し
て
差
止
（
in-

junction）
の
実
効
性
に
疑
問
（
ツ
イ
ッ
タ
ー
等
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
差
止
命
令
の
違
反
）
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
、
議
会
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
差
止
に
関
す
る
法
制
改
革
の
可
否
を
検
討
す
る
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
公
言
し
た
（
37
）。
そ
こ
で
、
同
年

七
月
、
議
会
に
お
い
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
制
を
検
討
す
る
た
め
の
議
員
二
六
人
（
上
院
議
員
一
三
人
、
下
院
議
員
一
三
人
）
か
ら
成
る
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
と
差
止
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
正
式
に
発
足
し
た
。
同
委
員
会
は
電
話
盗
聴
事
件
自
体
を
扱
う
こ
と
を
目
的
と
し
な
か
っ

た
が
、
同
事
件
を
議
論
の
一
素
材
と
し
た
。

合
同
委
員
会
は
二
〇
一
二
年
三
月
一
二
日
、
各
種
メ
デ
ィ
ア
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
救
済
請
求
者
、
規
制
機
関
等
に
関
す
る
幅
広
い

調
査
を
経
て
、⽛
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
差
止
⽜
と
い
う
報
告
書
を
公
表
し
た
（
38
）。
同
報
告
書
は
電
話
盗
聴
事
件
が
波
紋
を
広
げ
て
い
る
に
も
か
か
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わ
ら
ず
、
新
し
い
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
制
を
整
備
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
一
方
、
PCC
が
プ
レ
ス
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
へ
の
対
処

の
不
備
等
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
し
て
失
敗
し
た
と
し
、
プ
レ
ス
業
界
と
政
府
か
ら
独
立
し
た
新
し
い
規
制
機
関
へ
の
代
替
を
勧
告
し
た
（
39
）。

同
勧
告
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
プ
レ
ス
規
制
機
関
が
倫
理
綱
領
を
違
反
し
た
プ
レ
ス
に
対
し
て
裁
定
文
掲
載
と
金
銭
的
制
裁
（
罰
金
）
等
有

効
な
制
裁
権
限
を
有
す
る
と
と
も
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
を
め
ぐ
る
紛
争
で
調
停
・
仲
裁
機
能
を
担
う
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
内
容
と
軌
を
一
に
す
る
。

三

刑
事
処
分

警
視
庁
は
二
〇
一
一
年
一
月
、
主
に
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
に
よ
る
⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴
の
蔓
延
事
実
を
示
唆
す
る
調
査
報
道
が
続
き
、

議
会
等
か
ら
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
の
適
正
性
へ
の
疑
問
が
継
続
的
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
遂
に
専
担
捜
査
班
を
設
置
し
て
捜

査
を
再
開
し
た
。
五
年
以
上
に
及
ぶ
大
掛
か
り
な
捜
査
の
結
果
、
Ｎ
Ｉ
関
係
者
を
中
心
に
多
数
の
言
論
人
等
が
電
話
盗
聴
ま
た
は
金
銭
授

受
嫌
疑
で
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
相
当
数
が
刑
事
罰
を
受
け
た
。
以
下
、
Ｎ
Ｉ
関
係
者
を
中
心
に
、
電
話
盗
聴
事
件
の
主
要
被

疑
者
に
対
す
る
刑
事
処
分
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

1

概
要

（
1
）
捜
査

警
視
庁
は
二
〇
一
一
年
一
月
二
六
日
、
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
に
関
与
し
な
か
っ
た
ス
ー
・
エ
イ
カ
ー
ズ
警
視
監
補
の
指
揮
の
下
、

プ
レ
ス
の
違
法
な
情
報
収
集
行
為
の
対
象
を
電
話
盗
聴
、
警
察
官
等
公
職
者
へ
の
違
法
な
金
銭
支
給
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
の
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三
つ
の
分
野
に
分
け
、そ
れ
ぞ
れ
ウ
ィ
ー
テ
ィ
ン
グ
捜
査
班（
O
peration
W
eeting）、エ
ル
ヴ
ェ
デ
ン
捜
査
班（
O
peration
Elveden）、

ト
ゥ
レ
タ
捜
査
班
（
O
peration
T
uleta）
と
命
名
さ
れ
た
専
担
捜
査
班
（
捜
査
要
員
一
七
〇
人
）
を
設
置
し
、
本
格
的
な
再
捜
査
を
展
開

し
た
（
40
）。
一
方
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
南
部
の
ス
ト
ラ
ス
ク
ラ
イ
ド
（
Strathclyde）
警
察
署
は
二
〇
一
一
年
七
月
、
ル
ビ
コ
ン
捜
査
班

（
O
peration
Rubicon）
を
設
置
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
地
域
の
電
話
盗
聴
や
個
人
情
報
保
護
違
反
等
に
関
す
る
捜
査
を
開
始
し
た
。

ウ
ィ
ー
テ
ィ
ン
グ
捜
査
班
は
、⽛
N
oW
⽜
を
中
心
に
刑
法
等
に
抵
触
す
る
プ
レ
ス
の
電
話
盗
聴
に
よ
る
違
法
な
情
報
収
集
嫌
疑
に
関
す

る
捜
査
を
専
担
し
た
。
同
捜
査
班
は
二
〇
一
一
年
四
月
五
日
、
通
信
盗
聴
嫌
疑
で
⽛
N
oW
⽜
関
係
者
と
し
て
イ
ア
ン
・
エ
ド
モ
ン
ソ
ン
前

副
編
集
長
と
ネ
ビ
ル
・
サ
ー
ル
ベ
ッ
ク
首
席
記
者
を
逮
捕
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ウ
ェ
ザ
ー
ア
ッ
プ
（
Jam
es

W
eatherup）
前
ニ
ュ
ー
ス
編
集
者
（
同
年
七
月
八
日
）、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
前
編
集
長
（
同
）、
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
前
副
編
集

長（
同
一
四
日
）、Ｎ
Ｉ
の
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
前
CEO（
同
一
七
日
）、⽛
N
oW
⽜の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ク
ッ
ト
ナ
ー（
StuartK
uttner）

前
編
集
局
長
（
同
年
八
月
二
日
）、
グ
レ
ッ
グ
・
ミ
ス
キ
ブ
（
同
一
八
日
）
前
ニ
ュ
ー
ス
編
集
者
、
ダ
ン
・
エ
バ
ン
ス
（
D
an
Evans）
前

芸
能
部
記
者
（
同
一
九
日
）、
Ｎ
Ｉ
の
ト
ム
・
ク
ロ
ー
ン
前
法
務
部
長
（
同
三
〇
日
）
を
含
む
多
数
の
言
論
人
を
逮
捕
し
た
。
ま
た
、
同
捜

査
班
は
二
〇
一
一
年
一
二
月
七
日
、
司
法
妨
害
（
電
話
盗
聴
証
拠
隠
滅
）
共
謀
嫌
疑
で
私
立
探
偵
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
を
逮
捕
し
た
こ
と

に
続
き
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
個
人
秘
書
シ
ェ
リ
ル
・
カ
ー
タ
ー
（
CherylCarter）（
二
〇
一
二
年
一
月
六
日
）、
レ
ベ
ッ
カ
・

ブ
ル
ッ
ク
ス
（
同
年
三
月
一
三
日
）
及
び
彼
女
の
夫
で
調
教
師
の
チ
ャ
ー
リ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
（
CharlieBrooks）（
同
）、
彼
女
の
警
護

員
ダ
リ
ル
・
ジ
ョ
ー
ス
リ
ン
グ
（
D
arylJorsling）（
同
）、
彼
女
の
運
転
手
ポ
ー
ル
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
（
PaulEdw
ards）（
同
）、
Ｎ
Ｉ
の

マ
ー
ク
・
ハ
ン
ナ（
M
ark
H
anna）保
安
部
長（
同
）を
逮
捕
し
た
。
そ
の
他
、同
捜
査
班
は
二
〇
一
三
年
三
月
一
四
日
、ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
・

ミ
ラ
ー
・
グ
ル
ー
プ
新
聞
関
係
者
と
し
て
⽛
サ
ン
デ
ー
・
ピ
ー
プ
ル
⽜
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
コ
ッ
ト
（
Jam
es
Scott）
編
集
長
（⽛
サ
ン

デ
ー
・
ミ
ラ
ー
⽜
の
元
副
編
集
長
）、⽛
サ
ン
デ
ー
・
ミ
ラ
ー
⽜
の
テ
ィ
ナ
・
ウ
ィ
ー
バ
ー
（
T
inaW
eaver）
元
編
集
長
兼
PCC
の
倫
理
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綱
領
委
員
会
委
員
、⽛
サ
ン
デ
ー
・
ピ
ー
プ
ル
⽜
の
ニ
ッ
ク
・
バ
ッ
ク
リ
ー
（
N
ick
Buckley）
副
編
集
長
、
同
紙
の
マ
ー
ク
・
ト
ー
マ
ス

（
M
ark
T
hom
as）
元
編
集
長
を
二
〇
〇
三
年
～
二
〇
〇
四
年
⽛
サ
ン
デ
ー
・
ミ
ラ
ー
⽜
電
話
盗
聴
共
謀
嫌
疑
で
逮
捕
し
た
（
41
）。
以
上
、
同
捜

査
班
は
二
〇
一
五
年
一
二
月
捜
査
終
結
ま
で
言
論
人
等
四
一
人
を
逮
捕
し
た
。

エ
ル
ヴ
ェ
デ
ン
捜
査
班
は
、
IPCC
の
監
督
の
下
、
腐
敗
防
止
法
等
に
抵
触
す
る
プ
レ
ス
と
警
察
官
等
公
職
者
の
情
報
提
供
を
め
ぐ
る

金
銭
授
受
嫌
疑
に
関
す
る
捜
査
を
専
担
し
た
。
同
捜
査
班
は
二
〇
一
一
年
七
月
八
日
、
警
察
官
等
公
職
者
へ
の
贈
賄
・
職
権
濫
用
幇
助
嫌

疑
で
⽛
N
oW
⽜
関
係
者
と
し
て
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
と
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
を
逮
捕
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
レ
ベ
ッ
カ
・

ブ
ル
ッ
ク
ス
（
同
一
七
日
）、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ク
ッ
ト
ナ
ー
を
逮
捕
し
（
同
年
八
月
二
日
）、⽛
サ
ン
⽜
関
係
者
と
し
て
ジ
ェ
イ
ミ
ー
・
ピ

ア
ッ
ト
（
Jam
iePyatt）
地
域
編
集
者
（
同
年
一
一
月
四
日
）、
フ
ァ
ー
ガ
ス
・
シ
ャ
ナ
ハ
ン
（
FergusShanahan）
地
域
先
任
編
集
者

（
二
〇
一
二
年
一
月
二
八
日
）、
グ
ラ
ハ
ム
・
ダ
ッ
ド
マ
ン
（
Graham
D
udm
an）
元
編
集
幹
事
（
同
）、
マ
イ
ク
・
サ
リ
バ
ン
（
M
ike

Sullivan）
元
犯
罪
報
道
編
集
者
（
同
）、
ク
リ
ス
・
フ
ァ
ロ
（
ChrisPharo）
前
ニ
ュ
ー
ス
デ
ス
ク
（
同
）、
ジ
ョ
ン
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
（
John

Edw
ards）
写
真
編
集
者
（
同
年
二
月
一
一
日
）、
ジ
ョ
ン
・
ケ
イ
（
John
K
ay）
首
席
記
者
（
同
）、
ニ
ッ
ク
・
パ
ー
カ
ー
（
N
ick
Parker）

首
席
海
外
特
派
員
（
同
）、
ジ
ョ
ン
・
ス
タ
ー
ジ
ス
（
John
Sturgis）
副
ニ
ュ
ー
ス
編
集
者
（
同
）、
ジ
ェ
フ
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
（
Geoff

W
ebster）
副
編
集
長
（
同
）、
ダ
ン
カ
ン
・
ラ
コ
ー
ム
（
D
uncan
Larcom
be）
王
室
担
当
編
集
者
（
同
年
四
月
一
九
日
）、
バ
ー
ジ
ニ
ア
・

ホ
イ
ー
ラ
ー
（
V
irginiaW
heeler）
防
衛
担
当
記
者
（
同
年
五
月
一
日
）、
ニ
ー
ル
・
ミ
ラ
ー
ド
（
N
eilM
illard）
記
者
（
同
年
六
月
一

四
日
）、
ジ
ョ
ン
・
コ
ー
ル
ス
（
John
Coles）
記
者
（
同
年
九
月
九
日
）、
ア
ン
ト
ニ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
（
A
nthony
France）
記
者
（
二
〇

一
三
年
一
月
一
七
日
）
等
を
逮
捕
し
た
。
そ
の
他
、
同
捜
査
班
は
N
I関
係
者
以
外
の
言
論
人
と
し
て
、⽛
サ
ン
デ
ー
・
ミ
ラ
ー
⽜
の
グ
レ

イ
グ
・
ボ
ッ
ク
ス
・
タ
ー
ン
ブ
ル
（
Greig
Box
T
urnbull）
元
記
者
（
二
〇
一
二
年
七
月
四
日
）、
同
紙
の
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
ペ
ン
ロ
ー

ズ
（
Justin
Penrose）
犯
罪
担
当
記
者
（
同
一
一
日
）、
エ
ク
ス
プ
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
ペ
ー
パ
ー
傘
下
の
⽛
デ
イ
リ
ー
・
ス
タ
ー
・
サ
ン
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デ
ィ
⽜
の
ト
ム
・
サ
ベ
ー
ジ
（
T
om
Savage）
副
ニ
ュ
ー
ス
編
集
者
（
同
）
等
を
公
職
者
へ
の
贈
賄
・
職
権
濫
用
幇
助
嫌
疑
で
逮
捕
し
た
。

一
方
、
同
捜
査
班
は
プ
レ
ス
へ
の
情
報
提
供
を
め
ぐ
る
収
賄
嫌
疑
で
警
察
官
、
軍
人
、
刑
務
官
等
公
職
者
も
逮
捕
し
た
。
以
上
、
同
捜
査

班
は
二
〇
一
六
年
二
月
捜
査
終
結
ま
で
言
論
人
・
公
職
者
等
九
〇
人
を
逮
捕
し
、
そ
の
他
数
人
の
言
論
人
等
に
つ
き
逮
捕
を
伴
わ
ず
書
類

送
検
し
た
。

ト
ゥ
レ
タ
捜
査
班
は
、
ウ
ィ
ー
テ
ィ
ン
グ
捜
査
班
が
カ
バ
ー
で
き
な
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
濫
用
禁
止
法
等
に
抵
触
す
る
プ
レ
ス
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
に
よ
る
違
法
な
情
報
収
集
嫌
疑
に
関
す
る
捜
査
を
専
担
し
た
。
同
捜
査
班
は
二
〇
一
二
年
七
月
一
九
日
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
嫌
疑
で
⽛
サ
ン
⽜
の
ロ
ド
リ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
（
RhodriPhillips）
記
者
を
逮
捕
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
ニ
ッ

ク
・
パ
ー
カ
ー
（
同
三
〇
日
）、⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
パ
ト
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ス
タ
ー
（
Patrick
Foster）
前
記
者
（
同
年
八
月
二
九
日
（
42
））、⽛
サ

ン
⽜
の
ベ
ン
・
ア
シ
ュ
フ
ォ
ー
ド
（
Ben
A
shford）
前
記
者
（
同
年
九
月
七
日
）、⽛
N
oW
⽜
の
ア
レ
ッ
ク
ス
・
マ
ル
ン
チ
ャ
ッ
ク
（
A
lex

M
arunchak）
前
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
編
集
者
（
同
年
一
〇
月
二
日
）、
私
立
探
偵
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
リ
ー
ズ
（
同
）
等
を
逮
捕
し
た
。
以
上
、
同

捜
査
班
は
二
〇
一
五
年
一
二
月
捜
査
終
結
ま
で
言
論
人
等
二
三
人
を
逮
捕
し
た
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
警
察
庁
下
の
ル
ビ
コ
ン
捜
査
班
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
社
会
党
の
ト
ミ
ー
・
シ
ェ
リ
ダ
ン
（
T
om
m
y
Sheridan）

議
員
（
43
）と
彼
の
家
族
等
が
⽛
N
oW
⽜
よ
る
電
話
盗
聴
及
び
偽
証
と
個
人
情
報
保
護
違
反
に
関
す
る
苦
情
を
申
し
立
て
た
こ
と
を
契
機
に
設
置

さ
れ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
地
域
の
電
話
盗
聴
と
具
体
的
な
個
人
情
報
保
護
違
反
の
有
無
に
関
す
る
捜
査
を
開
始
し
た
。
同
捜
査
班
は
二
〇

一
二
年
五
月
三
〇
日
、
ト
ミ
ー
・
シ
ェ
リ
ダ
ン
議
員
側
の
苦
情
申
立
を
受
け
、
彼
の
刑
事
裁
判
に
お
い
て
む
し
ろ
⽛
N
oW
⽜
側
が
偽
証
し

た
嫌
疑
等
で
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
を
逮
捕
し
た
こ
と
に
続
き
、
同
紙
の
ダ
グ
ラ
ス
・
ワ
イ
ト
（
D
ouglasW
ight）
前
ニ
ュ
ー
ス
編

集
者
（
同
年
八
月
一
七
日
）、
ボ
ブ
・
バ
ー
ド
（
Bob
Bird）
前
編
集
長
（
同
二
九
日
）
等
を
逮
捕
す
る
一
方
、
本
件
と
関
連
し
て
グ
ラ
ス

ゴ
ー
（
Glasgow
）
ゴ
バ
ン
（
Govan）
警
察
署
所
属
の
警
察
官
を
デ
ー
タ
保
護
法
違
反
嫌
疑
で
逮
捕
し
た
（
同
年
四
月
一
一
日
）。
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（
2
）
起
訴

警
視
庁
は
電
話
盗
聴
事
件
を
め
ぐ
る
五
年
以
上
に
及
ぶ
捜
査
の
結
果
、
言
論
人
・
私
立
探
偵
・
公
職
者
等
一
五
〇
人
以
上
を
逮
捕
し
た
。

検
察
は
逮
捕
や
書
類
送
検
さ
れ
た
者
の
う
ち
相
当
数
を
起
訴
し
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
一
日
に
事
件
へ
の
処
分
を
終
結
し
た
。

第
一
に
、
検
察
は
ウ
ィ
ー
テ
ィ
ン
グ
捜
査
班
の
捜
査
と
関
連
し
て
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
夫
婦
、
シ
ェ
リ
ル
・
カ
ー
タ
ー
、
ダ
リ

ル
・
ジ
ョ
ー
ス
リ
ン
グ
、
ポ
ー
ル
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
、
マ
ー
ク
・
ハ
ン
ナ
を
司
法
妨
害
共
謀
嫌
疑
で
起
訴
し
（
二
〇
一
二
年
五
月
一
五
日
）、

レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ク
ッ
ト
ナ
ー
、
グ
レ
ッ
グ
・
ミ
ス
キ
ブ
、
イ
ア
ン
・
エ
ド

モ
ン
ソ
ン
、
ネ
ビ
ル
・
サ
ー
ル
ベ
ッ
ク
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ウ
ェ
ザ
ー
ア
ッ
プ
、
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
を
不
法
通
信
盗
聴
嫌
疑
で
起
訴
し
た

（
同
年
七
月
二
四
日
）。
ま
た
、
検
察
は
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
を
司
法
妨
害
（
ト
ミ
ー
・
シ
ェ
リ
ダ
ン
議
員
の
刑
事
裁
判
に
お
け
る

偽
証
）
嫌
疑
（
同
年
五
月
三
〇
日
）、
ダ
ン
・
エ
バ
ン
ス
を
不
法
通
信
盗
聴
嫌
疑
（
司
法
妨
害
共
謀
嫌
疑
、
職
権
濫
用
幇
助
嫌
疑
を
含
む
）

で
起
訴
し
た
（
二
〇
一
三
年
九
月
三
日
）。
さ
ら
に
、
検
察
は
核
心
被
疑
者
の
一
人
、
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
に
つ
い
て
は
証
拠
不
十
分
で
不

起
訴
処
分
と
し
た
（
同
年
二
月
二
二
日
）
が
、
そ
の
後
、
パ
イ
ン
ツ
リ
ー
捜
査
班
が
ダ
ン
・
エ
バ
ン
ス
か
ら
押
収
し
た
証
拠
物
を
基
に
不

法
通
信
盗
聴
嫌
疑
で
起
訴
し
た
（
二
〇
一
四
年
七
月
三
〇
日
）。

第
二
に
、
検
察
は
エ
ル
ヴ
ェ
デ
ン
捜
査
班
の
捜
査
と
関
連
し
て
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
、
ク
ラ
イ

ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
、
ジ
ョ
ン
・
ケ
イ
等
を
公
職
者
へ
の
贈
賄
共
謀
嫌
疑
、
反
対
に
彼
等
と
取
引
し
た
公
職
者
等
を
職
権
濫
用
嫌
疑
で
そ
れ

ぞ
れ
起
訴
し
た
（
二
〇
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
）。
こ
の
う
ち
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
と
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
の
起
訴
事
実
に

関
す
る
公
判
は
評
決
に
至
ら
ず
再
度
公
判
期
日
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
検
察
は
諸
般
の
事
情
（
既
に
別
件
で
拘
禁
刑
が
執
行
さ
れ
た
点

等
）
を
斟
酌
し
、
そ
れ
以
上
公
訴
維
持
に
関
す
る
公
益
が
存
し
な
い
と
し
て
公
訴
取
消
処
分
を
行
っ
た
（
二
〇
一
五
年
四
月
一
七
日
）。

第
三
に
、
検
察
は
ト
ゥ
レ
タ
捜
査
班
の
捜
査
と
関
連
し
て
、
ベ
ン
・
ア
シ
ュ
フ
ォ
ー
ド
（
二
〇
一
三
年
九
月
三
〇
日
）、
ニ
ッ
ク
・
パ
ー
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カ
ー
（
同
年
一
〇
月
一
八
日
）
等
を
起
訴
し
た
。

（
3
）
裁
判

電
話
盗
聴
事
件
の
裁
判
を
受
け
た
被
告
人
の
う
ち
、
四
五
人
に
有
罪
判
決
が
宣
告
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ー
テ
ィ
ン
グ
捜
査
班
の

捜
査
対
象
者
九
人
（
う
ち
ゴ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
捜
査
班
の
捜
査
対
象
者
二
人
）、
エ
ル
ヴ
ェ
デ
ン
捜
査
班
の
捜
査
対
象
者
三
四
人
、
ト
ゥ
レ
タ

捜
査
班
の
捜
査
対
象
者
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
電
話
盗
聴
事
件
の
刑
事
処
分
者
数
の
内
訳
は
、〈
表
四
〉の
通
り
で
あ
る
。

中
央
刑
事
法
院
は
二
〇
一
四
年
六
月
二
四
日
、
上
記
の
被
告
人
等
に
つ
き
陪
審
員
の
評
議
に
基
づ
き
有
無
罪
の
判
決
を
下
し
た
（
一
部
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出
典
：
N̒
o
further
action
on
U
K
m
edia
phone
hacking,chiefprosecutor
says̓
,T
he
G
uardian
(11
D
ecem
ber
2015)を
参
照
し
て
作
成
。

〈
表
四
〉
電
話
盗
聴
事
件
の
刑
事
処
分
者
数
の
内
訳

合
計

ト
ゥ
レ
タ
捜
査
班

エ
ル
ヴ
ェ
デ
ン
捜
査
班

ゴ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
捜
査
班
（
ウ
ィ
ー
テ
ィ
ン
グ
捜
査
班
の
一
部
）

ウ
ィ
ー
テ
ィ
ン
グ
捜
査
班

一
五
四

二
三

九
〇 五

四
一

逮
捕
者
数

九
七

一
六

六
二

一
五

一
九

慎
重
な
捜
査
対
象
者
数

四
五 二

三
四 二 九

有
罪
者
数



被
告
人
は
別
日
に
判
決
）。
判
決
結
果
に
よ
る
と
、
通
信
盗
聴
関
連
で
は
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
、
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
、
イ
ア

ン
・
エ
ド
モ
ン
ソ
ン
（
二
〇
一
四
年
一
一
月
七
日
判
決
）、
及
び
既
に
公
判
開
始
時
に
公
訴
事
実
を
認
め
た
グ
レ
ッ
グ
・
ミ
ス
キ
ブ
、
ネ
ビ

ル
・
サ
ー
ル
ベ
ッ
ク
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ウ
ェ
ザ
ー
ア
ッ
プ
、
ダ
ン
・
エ
バ
ン
ス
（
同
年
七
月
二
四
日
判
決
（
44
））、
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
（
以
上

五
人
は
減
刑
処
分
）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
有
罪
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ク
ッ
ト
ナ
ー
、
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
（
二
〇

一
五
年
七
月
一
日
判
決
）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
無
罪
が
宣
告
さ
れ
た
。
ま
た
、
職
権
濫
用
関
連
で
は
公
職
者
一
四
人
（
う
ち
七
人
が
警
察
官
）

に
有
罪
が
宣
告
さ
れ
た
中
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
に
は
無
罪
が
下
さ
れ
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
と
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン

は
前
述
の
よ
う
に
公
訴
取
消
処
分
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
司
法
妨
害
関
連
で
は
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
夫
婦
、
シ
ェ
リ
ル
・
カ
ー
タ
ー
、

ダ
リ
ル
・
ジ
ョ
ー
ス
リ
ン
グ
、
ポ
ー
ル
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
、
マ
ー
ク
・
ハ
ン
ナ
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
が
無
罪
宣
告
を
受
け
た
（
同

年
六
月
三
日
判
決
）。

以
上
、
主
要
被
告
人
の
公
訴
事
実
と
裁
判
の
結
果
を
整
理
す
る
と
、〈
表
五
〉
の
通
り
で
あ
る
。

2

検
討

（
1
）
捜
査
の
成
果
と
課
題

電
話
盗
聴
事
件
を
め
ぐ
る
警
視
庁
の
大
掛
か
り
な
再
捜
査
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
一
定
の
成
果
が
得
ら
れ
た
。

第
一
に
、
ウ
ィ
ー
テ
ィ
ン
グ
捜
査
班
に
よ
る
捜
査
の
結
果
、
電
話
盗
聴
は
⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
も
の
が
大
半
を
占
め
る
中
、
複
数
の
同
紙

関
係
者
が
犯
行
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
⽛
一
不
良
記
者
の
仕
業
⽜
抗
弁
の
根
拠
が
崩
れ
た
。
同
紙
は
、
ミ

リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
電
話
盗
聴
事
件
以
前
の
少
な
く
と
も
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
一
〇
年
余
に
わ
た
り
、
編
集
幹
部
の
介
入
の
下
電
話
盗
聴
を

広
範
か
つ
組
織
的
に
行
っ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
犯
行
時
期
は
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
が
⽛
N
oW
⽜
と
⽛
サ
ン
⽜
の
編
集
長
時
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〈
表
五
〉
主
要
被
告
人
の
公
訴
事
実
と
裁
判
の
結
果

被
告
人

公
訴
事
実

判
決

備
考

罪
名

犯
罪
事
実

レ
ベ
ッ
カ
・
ブ

ル
ッ
ク
ス

不
法
通
信
盗
聴

①
ⓐ
六
〇
〇
余
人
の
有
名
人
（
二
〇
〇
〇
・
一
〇
・
三
～
二
〇
〇
六
・
八
・
九
）、
ⓑ
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ

ラ
ー
（
二
〇
〇
二
・
四
・
九
～
二
一
）、
ⓒ
消
防
士
労
組
の
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ギ
ル
ク
リ
ス
ト
（
A
ndrew

Gilchrist）
前
委
員
長
の
音
声
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
盗
聴
共
謀
（
二
〇
〇
二
・
一
二
・
三
～
二
〇
〇
三
・

一
・
二
二
）

無
罪

職
権
濫
用
幇
助

②
王
立
陸
軍
士
官
学
校
の
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
（
John
H
ardy）
下
士
官
と
彼
の
妻
ク
レ
ア
・
ハ
ー

デ
ィ
ー
（
ClaireH
ardy）
に
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
関
す
る
情
報
提
供
の
対
価
と
し
て
金
銭
（
三

四
回
に
わ
た
り
二
万
三
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
）
支
給
共
謀
（
二
〇
〇
六
・
二
・
九
～
二
〇
〇
八
・
一
〇
・
一

六
）

無
罪

職
権
濫
用
幇
助

③
国
防
省
職
員
の
ベ
テ
ィ
ー
ナ
・
ジ
ョ
ル
ダ
ン
・
バ
ー
バ
ー
（
BettinaJordan
Barber）
に
一
連
の

ニ
ュ
ー
ス
記
事
の
情
報
提
供
の
対
価
と
し
て
金
銭
（
約
一
〇
万
ポ
ン
ド
）
支
給
共
謀
（
二
〇
〇
四
・
一
・

一
～
二
〇
一
二
・
一
・
三
一
）

無
罪

司
法
妨
害

④
Ｎ
Ｉ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
か
ら
書
類
（
七
箱
分
）
隠
蔽
共
謀
（
二
〇
一
一
・
七
・
六
～
九
）

無
罪

司
法
妨
害

⑤
書
類
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
そ
の
他
電
子
機
器
の
隠
蔽
共
謀
（
二
〇
一
一
・
七
・
一
五
～
一
九
）

無
罪

ア
ン
デ
ィ
ー
・

コ
ー
ル
ソ
ン

不
法
通
信
盗
聴

①
ⓐ
六
〇
〇
余
人
の
有
名
人
（
二
〇
〇
〇
・
一
〇
・
三
～
二
〇
〇
六
・
八
・
九
）、
ⓑ
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ

ラ
ー
（
二
〇
〇
二
・
四
・
九
～
二
一
）、
ⓒ
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
元
内
務
大
臣
等
（
二
〇
〇

四
・
一
・
一
～
二
〇
〇
六
・
七
・
二
九
）、
ⓓ
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ク
ラ
ー
ク
元
内
務
大
臣
等
（
二
〇
〇
五
・

四
・
六
～
六
・
二
二
）、
ⓔ
タ
レ
ン
ト
の
カ
ル
ム
・
ベ
ス
ト
（
Calum
Best）
の
音
声
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー

ジ
盗
聴
共
謀
（
二
〇
〇
六
・
三
・
二
三
～
五
・
二
一
）

有
罪

（
懲
役
一
八
月
）

職
権
濫
用
幇
助

②
公
職
者
に
情
報
提
供
の
対
価
と
し
て
金
銭
支
給
共
謀
（
二
〇
〇
二
・
八
・
三
一
～
二
〇
〇
三
・
一
・

三
一
）

公
訴
取
消

（
二
〇
一
五
・

四
・
一
七
）
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ア
ン
デ
ィ
ー
・

コ
ー
ル
ソ
ン

職
権
濫
用
幇
助

③
警
察
官
等
に
⽛
グ
リ
ー
ン
ブ
ッ
ク
⽜（
Green
Book）
と
知
ら
れ
た
王
室
電
話
番
号
を
含
む
情
報
提

供
の
対
価
と
し
て
金
銭
支
給
共
謀
（
二
〇
〇
五
・
一
・
三
一
～
六
・
三
）

公
訴
取
消

（
二
〇
一
五
・

四
・
一
七
）

司
法
妨
害

④
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
社
会
党
の
ト
ミ
ー
・
シ
ェ
リ
ダ
ン
議
員
に
対
す
る
偽
証
嫌
疑（
二
〇
一
〇
・
一
二
・

九
～
一
〇
）

無
罪

ネ
イ
ル
・
ウ
ォ

リ
ス

不
法
通
信
盗
聴

有
名
人
等
の
音
声
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
盗
聴
共
謀
（
二
〇
〇
三
・
一
・
一
～
二
〇
〇
七
・
一
・
二
六
）

無
罪

ス
チ
ュ
ワ
ー

ト
・
ク
ッ
ト
ナ
ー

不
法
通
信
盗
聴

六
〇
〇
余
人
の
有
名
人
の
音
声
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
盗
聴
共
謀（
二
〇
〇
〇
・
一
〇
・
三
～
二
〇
〇
六
・

八
・
九
）

無
罪

グ
レ
ッ
グ
・
ミ

ス
キ
ブ

不
法
通
信
盗
聴

ⓐ
六
〇
〇
余
人
の
有
名
人
（
二
〇
〇
〇
・
一
〇
・
三
～
二
〇
〇
六
・
八
・
九
）、
ⓑ
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー

（
二
〇
〇
二
・
四
・
九
～
二
一
）、
ⓒ
ス
ヴ
ェ
ン
・
ゴ
ラ
ン
・
エ
リ
ク
ソ
ン
（
Sven-Goran
Eriksson）

サ
ッ
カ
ー
監
督
等
（
二
〇
〇
二
・
五
・
一
三
～
二
〇
〇
六
・
六
・
二
九
）、
ⓓ
元
モ
デ
ル
の
ア
ビ
ゲ
イ

ル
・
テ
ィ
ト
マ
ス（
A
bigailT
itm
uss）、元
テ
レ
ビ
番
組
司
会
者
の
ジ
ョ
ン
・
レ
ス
リ
ー（
John
Leslie）

等
（
二
〇
〇
二
・
一
〇
・
二
二
～
二
〇
〇
六
・
七
・
二
一
）
ⓔ
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ギ
ル
ク
リ
ス
ト
（
二

〇
〇
二
・
一
二
・
三
～
二
〇
〇
三
・
一
・
二
二
）、
ⓕ
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
等
（
二
〇
〇
四
・

一
・
一
～
二
〇
〇
六
・
七
・
二
九
）、
ⓖ
料
理
家
で
テ
レ
ビ
番
組
司
会
者
の
デ
リ
ア
・
ス
ミ
ス
（
D
elia

Sm
ith）
等
（
二
〇
〇
五
・
二
・
二
八
～
三
・
一
二
）、
ⓗ
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ク
ラ
ー
ク
等
（
二
〇
〇
五
・

四
・
六
～
六
・
二
二
）、
ⓘ
ジ
ュ
ー
ド
・
ロ
ウ
、
サ
デ
ィ
・
フ
ロ
ス
ト
、
シ
エ
ナ
・
ミ
ラ
ー
等
（
二
〇
〇

五
・
七
・
一
～
二
〇
〇
六
・
六
・
一
）、
ⓙ
ウ
ェ
イ
ン
・
ル
ー
ニ
ー
等
の
音
声
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
盗
聴

共
謀
（
二
〇
〇
六
・
一
・
一
七
～
八
・
一
）

有
罪

（
懲
役
六
月
）

イ
ア
ン
・
エ
ド

モ
ン
ソ
ン

不
法
通
信
盗
聴

ⓐ
六
〇
〇
余
人
の
有
名
人
（
二
〇
〇
〇
・
一
〇
・
三
～
二
〇
〇
六
・
八
・
九
）、
ⓑ
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ブ
ラ

ン
ケ
ッ
ト
等
（
二
〇
〇
四
・
一
・
一
～
二
〇
〇
六
・
七
・
二
九
）、
ⓒ
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ク
ラ
ー
ク
等
（
二

〇
〇
五
・
四
・
六
～
六
・
二
二
）、
ⓓ
ジ
ュ
ー
ド
・
ロ
ウ
、
サ
デ
ィ
・
フ
ロ
ス
ト
、
シ
エ
ナ
・
ミ
ラ
ー
等

（
二
〇
〇
五
・
七
・
一
～
二
〇
〇
六
・
六
・
一
）、
ⓔ
マ
ー
ク
・
オ
ー
テ
ン
（
M
ark
O
aten）
元
自
民
党

議
員
（
二
〇
〇
六
・
一
・
九
～
五
・
六
）、
ⓕ
ウ
ェ
イ
ン
・
ル
ー
ニ
ー
等
（
二
〇
〇
六
・
一
・
一
七
～
八
・

一
）、
ⓖ
カ
ル
ム
・
ベ
ス
ト
（
二
〇
〇
六
・
三
・
二
三
～
五
・
二
一
）、
ⓗ
テ
ッ
サ
・
ジ
ョ
ー
ウ
ェ
ル
元

有
罪

（
懲
役
八
月
）
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文
化
大
臣
と
彼
女
の
夫
デ
ビ
ッ
ト
・
ミ
ル
ズ
弁
護
士
（
二
〇
〇
六
・
三
・
二
～
七
・
二
六
）、
ⓘ
ジ
ョ

ン
・
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
元
副
首
相
等
（
二
〇
〇
六
・
四
・
二
四
～
七
・
二
二
）、
ⓙ
大
学
教
授
の
ジ
ョ
ン
・

タ
ロ
ッ
ク
（
John
T
ulloch）
等
（
二
〇
〇
六
・
四
・
二
五
～
五
・
一
五
）、
ⓚ
王
族
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・

ウ
ィ
ン
ザ
ー
卿
（
Lord
Frederick
W
indsor）（
二
〇
〇
六
・
四
・
二
五
～
六
・
一
）、
ⓛ
音
楽
家
の

ポ
ー
ル
・
マ
ッ
カ
ー
ト
ニ
ー
（
PaulM
cCartney）
と
彼
の
妻
で
メ
デ
ィ
ア
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
ヘ

ザ
ー
・
ミ
ル
ズ
（
H
eatherM
ills）
等
の
音
声
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
盗
聴
共
謀
（
二
〇
〇
六
・
五
・
一

五
～
六
・
二
九
）

ネ
ビ
ル
・
サ
ー

ル
ベ
ッ
ク

不
法
通
信
盗
聴

ⓐ
六
〇
〇
余
人
の
有
名
人
（
二
〇
〇
〇
・
一
〇
・
三
～
二
〇
〇
六
・
八
・
九
）、
ⓑ
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー

（
二
〇
〇
二
・
四
・
九
～
二
一
）、
ⓒ
ス
ヴ
ェ
ン
・
ゴ
ラ
ン
・
エ
リ
ク
ソ
ン
等
（
二
〇
〇
二
・
五
・
一
三

～
二
〇
〇
六
・
六
・
二
九
）、
ⓓ
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
等
（
二
〇
〇
四
・
一
・
一
～
二
〇
〇
六
・

七
・
二
九
）、
ⓔ
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ク
ラ
ー
ク
等
（
二
〇
〇
五
・
四
・
六
～
六
・
二
二
）、
ⓕ
女
優
の
ア
ン

ジ
ェ
リ
ー
ナ
・
ジ
ョ
リ
ー
（
A
ngelina
Jolie）
と
彼
女
の
夫
で
俳
優
の
ブ
ラ
ッ
ド
・
ピ
ッ
ト
（
Brad

Pitt）
等
（
二
〇
〇
五
・
七
・
五
～
二
〇
〇
六
・
五
・
四
）、
ⓖ
マ
ー
ク
・
オ
ー
テ
ン
（
二
〇
〇
六
・
一
・

九
～
五
・
六
）、
ⓗ
テ
ッ
サ
・
ジ
ョ
ー
ウ
ェ
ル
夫
妻
の
音
声
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
盗
聴
共
謀
（
二
〇
〇

六
・
三
・
二
～
七
・
二
六
）

有
罪

（
懲
役
六
月
）

ジ
ェ
ー
ム
ス
・

ウ
ェ
ザ
ー
ア
ッ

プ

不
法
通
信
盗
聴

ⓐ
六
〇
〇
余
人
の
有
名
人
（
二
〇
〇
〇
・
一
〇
・
三
～
二
〇
〇
六
・
八
・
九
）、
ⓑ
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ブ
ラ

ン
ケ
ッ
ト
等
（
二
〇
〇
四
・
一
・
一
～
二
〇
〇
六
・
七
・
二
九
）、
ⓒ
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ク
ラ
ー
ク
等
（
二

〇
〇
五
・
四
・
六
～
六
・
二
二
）、
ⓓ
ジ
ュ
ー
ド
・
ロ
ウ
、
サ
デ
ィ
・
フ
ロ
ス
ト
、
シ
エ
ナ
・
ミ
ラ
ー
等

（
二
〇
〇
五
・
七
・
一
～
二
〇
〇
六
・
六
・
一
）、
ⓔ
ア
ン
ジ
ェ
リ
ー
ナ
・
ジ
ョ
リ
ー
夫
婦
（
二
〇
〇
五
・

七
・
五
～
二
〇
〇
六
・
五
・
四
）、
ⓕ
ウ
ェ
イ
ン
・
ル
ー
ニ
ー
等
（
二
〇
〇
六
・
一
・
一
七
～
八
・
一
）、

ⓖ
ジ
ョ
ン
・
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
（
二
〇
〇
六
・
四
・
二
四
～
七
・
二
二
）、
ⓗ
ポ
ー
ル
・
マ
ッ
カ
ー
ト
ニ
ー

夫
婦
音
声
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
盗
聴
共
謀
（
二
〇
〇
六
・
五
・
一
五
～
六
・
二
九
）

有
罪

（
懲
役
四
月
・

執
行
猶
予
一

年
、
社
会
奉
仕

二
〇
〇
時
間
）

ダ
ン
・
エ
バ
ン

ス

不
法
通
信
盗
聴

①
ⓐ
有
名
人
等
（
二
〇
〇
三
・
二
・
二
八
～
二
〇
〇
五
・
一
・
一
）、
ⓑ
有
名
人
等
の
音
声
メ
ー
ル
メ
ッ

セ
ー
ジ
盗
聴
共
謀
（
二
〇
〇
四
・
四
・
三
〇
～
二
〇
一
〇
・
六
・
一
）

有
罪

（
懲
役
一
〇
月
・

執
行
猶
予
一

年
、社
会
奉
仕

二
〇
〇
時
間
）

職
権
濫
用
幇
助

②
公
職
者
に
情
報
提
供
の
対
価
と
し
て
金
銭
支
給
共
謀
（
二
〇
〇
八
・
一
・
一
～
二
〇
一
〇
・
六
・
一
）

司
法
妨
害

③
法
廷
に
お
け
る
偽
証
嫌
疑
（
二
〇
〇
九
・
六
・
二
一
～
二
〇
一
〇
・
四
・
三
〇
）



代
に
集
中
し
て
い
る
。

第
二
に
、
エ
ル
ヴ
ェ
デ
ン
捜
査
班
に
よ
る
捜
査
の
結
果
、
贈
賄
（
情
報
提
供
の
対
価
と
し
て
違
法
な
金
銭
支
給
）
は
⽛
サ
ン
⽜
関
係
者

に
よ
る
も
の
が
絶
対
多
数
を
占
め
、
同
紙
が
腐
敗
し
た
警
察
官
等
公
職
者
に
対
す
る
慢
性
的
な
⽛
違
法
な
金
銭
支
給
文
化
⽜
に
浸
っ
て
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グ
レ
ン
・
マ
ル

ケ
ア

不
法
通
信
盗
聴

ⓐ
六
〇
〇
余
人
の
有
名
人
（
二
〇
〇
〇
・
一
〇
・
三
～
二
〇
〇
六
・
八
・
九
）、
ⓑ
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー

（
二
〇
〇
二
・
四
・
九
～
二
一
）、
ⓒ
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ギ
ル
ク
リ
ス
ト
（
二
〇
〇
二
・
一
二
・
三
～
二

〇
〇
三
・
一
・
二
二
）、
ⓓ
デ
リ
ア
・
ス
ミ
ス
（
二
〇
〇
五
・
二
・
二
八
～
三
・
一
二
）、
ⓔ
チ
ャ
ー
ル

ズ
・
ク
ラ
ー
ク
等
の
音
声
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
盗
聴
共
謀
（
二
〇
〇
五
・
四
・
六
～
六
・
二
二
）

有
罪

（
懲
役
六
月
・

執
行
猶
予
一

年
、
社
会
奉
仕

二
〇
〇
時
間
）

ク
ラ
イ
ブ
・

グ
ッ
ド
マ
ン

職
権
濫
用
幇
助

①
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
等
と
と
も
に
公
職
者
に
情
報
提
供
の
対
価
と
し
て
金
銭
支
給
共
謀
（
二

〇
〇
二
・
八
・
三
一
～
二
〇
〇
三
・
一
・
三
一
）

公
訴
取
消

（
二
〇
一
五
・

四
・
一
七
）

職
権
濫
用
幇
助

②
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
等
と
と
も
に
警
察
官
等
に
⽛
グ
リ
ー
ン
ブ
ッ
ク
⽜
と
知
ら
れ
た
王
室
電

話
番
号
を
含
む
情
報
提
供
の
対
価
と
し
て
金
銭
支
給
共
謀
（
二
〇
〇
五
・
一
・
三
一
～
六
・
三
）

公
訴
取
消

（
二
〇
一
五
・

四
・
一
七
）

マ
ー
ク
・
ハ
ン

ナ

司
法
妨
害

レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
、
ダ
リ
ル
・
ジ
ョ
ー
ス
リ
ン
グ
、
ポ
ー
ル
・

エ
ド
ワ
ー
ズ
等
と
と
も
に
書
類
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
そ
の
他
電
子
機
器
の
隠
蔽
共
謀
（
二
〇
一
一
・
七
・

一
五
～
一
九
）

無
罪

シ
ェ
リ
ル
・

カ
ー
タ
ー

司
法
妨
害

レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
と
と
も
に
N
Iの
ア
ー
カ
イ
ブ
か
ら
書
類
（
七
箱
分
）
隠
蔽
共
謀
（
二
〇
一

一
・
七
・
六
～
九
）

無
罪

チ
ャ
ー
リ
ー
・

ブ
ル
ッ
ク
ス

司
法
妨
害

レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
、
マ
ー
ク
・
ハ
ン
ナ
、
ダ
リ
ル
・
ジ
ョ
ー
ス
リ
ン
グ
、
ポ
ー
ル
・
エ
ド
ワ
ー

ズ
等
と
と
も
に
書
類
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
そ
の
他
電
子
機
器
の
隠
蔽
共
謀
（
二
〇
一
一
・
七
・
一
五
～

一
九
）

無
罪



き
た
（
45
）こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、⽛
N
oW
⽜
の
違
法
な
金
銭
支
給
嫌
疑
は
、
二
〇
〇
三
年
～
二
〇
〇
七
年
当
時
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ

ン
編
集
長
時
代
に
際
立
つ
こ
と
か
ら
、
彼
が
部
下
等
の
電
話
盗
聴
及
び
警
察
官
等
公
職
者
と
の
情
報
取
引
を
黙
過
し
た
と
推
認
で
き
る
。

一
方
、
収
賄
被
疑
者
の
分
布
（
警
察
の
他
、
軍
隊
、
刑
務
所
、
国
民
保
健
サ
ー
ビ
ス
（
N
ationalH
ealth
Service,N
H
S）、
国
防
省
、
国

税
庁
等
多
数
の
国
家
機
関
に
点
在
）
か
ら
、
公
職
社
会
の
腐
敗
の
一
断
面
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
に
、
ト
ゥ
レ
タ
捜
査
班
に
よ
る
捜
査
の
結
果
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
は
主
に
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
（
主
に
⽛
サ
ン
⽜）
関
係

者
や
私
立
探
偵
等
に
よ
る
犯
行
が
目
立
つ
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
電
話
盗
聴
事
件
は
報
道
機
関
の
犯
罪
史
上
前
代
未
聞
の
出
来
事
と
し
て
、
主
に
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
が
私
立
探
偵
を
も

活
用
し
な
が
ら
犯
行
を
繰
り
返
し
た
こ
と
、
腐
敗
し
た
警
察
官
等
公
職
者
が
一
部
の
犯
行
の
片
棒
を
担
い
だ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
電
話
盗
聴
事
件
を
め
ぐ
る
捜
査
機
関
の
対
応
は
適
正
で
あ
っ
た
の
か
。
捜
査
の
適
否
を
論
じ
る
前
に
、
警
察
と
検
察
は
か

ね
て
よ
り
⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
電
話
盗
聴
の
蔓
延
疑
惑
が
プ
レ
ス
業
界
内
外
で
提
起
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
〇
五
年
～
二
〇

〇
六
年
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
を
顧
み
る
機
会
を
悉
く
逸
し
た
こ
と
を
自
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
再
捜
査
の
着
手
が
大
幅
に
遅
れ

た
た
め
、
プ
レ
ス
側
の
証
拠
隠
滅
や
さ
ら
な
る
違
法
な
情
報
収
集
行
為
を
許
し
た
側
面
が
あ
る
。

警
察
と
検
察
の
電
話
盗
聴
事
件
に
関
す
る
捜
査
は
、
必
ず
し
も
丁
寧
か
つ
緻
密
に
な
さ
れ
た
と
は
言
え
ず
、
実
体
的
真
実
の
究
明
の
姿

勢
に
や
や
欠
け
る
。
警
視
庁
は
特
に
、
警
察
自
身
が
直
接
的
・
間
接
的
に
関
与
し
た
敏
感
な
事
案
で
あ
る
エ
ル
ヴ
ェ
デ
ン
捜
査
班
の
捜
査

対
象
犯
罪
に
つ
き
、
IPCC
の
監
督
下
で
捜
査
を
進
め
た
も
の
の
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
結
果
的
に
十
分
な
真
相
究
明
を
行
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
従
っ
て
、
収
賄
嫌
疑
で
立
件
さ
れ
た
警
察
官
は
、
プ
レ
ス
と
取
引
し
た
職
権
濫
用
警
察
官
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
公
算
が
大
き
い
。

検
察
は
、
各
専
担
捜
査
班
に
よ
り
送
致
さ
れ
た
相
当
数
の
被
疑
者
に
つ
き
、
十
分
な
補
強
捜
査
を
経
る
こ
と
な
く
、
嫌
疑
不
十
分
等
を

理
由
に
起
訴
し
て
い
な
い
。
検
察
の
処
分
の
う
ち
最
も
不
可
解
な
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
新
聞
と
警
察
権
力
の
癒
着
を
主
導
し
た
核
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心
人
物
で
あ
る
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
に
対
し
、
当
初
不
起
訴
処
分
を
下
し
た
こ
と
で
あ
る
（
後
に
起
訴
処
分
に
転
換
）。
彼
と
関
わ
っ
た
警

視
庁
高
官
等
を
守
る
た
め
、
必
要
な
捜
査
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
検
察
が
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・

コ
ー
ル
ソ
ン
と
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
が
受
け
て
い
た
複
数
の
嫌
疑
の
う
ち
、
公
職
者
へ
の
情
報
提
供
の
対
価
と
し
て
金
銭
支
給
を
共

謀
し
た
被
疑
事
実
に
つ
き
、
公
判
期
日
の
直
前
に
公
訴
取
消
処
分
を
行
っ
た
の
も
釈
然
と
し
な
い
。
検
察
は
、
同
処
分
の
理
由
と
し
て
時

間
の
経
過
に
よ
る
公
益
の
不
存
在
等
を
挙
げ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
同
処
分
は
重
大
公
益
の
軽
視
に
他
な
ら
な
い
。

（
2
）
裁
判
の
是
非

裁
判
所
は
電
話
盗
聴
事
件
を
め
ぐ
る
一
連
の
刑
事
裁
判
に
お
い
て
、
実
体
的
真
実
発
見
義
務
を
十
分
果
た
し
た
の
か
。
結
論
か
ら
言
う

と
、
こ
の
問
い
に
関
し
て
は
部
分
的
に
し
か
首
肯
で
き
な
い
。

裁
判
所
が
、
電
話
盗
聴
が
⽛
一
不
良
記
者
の
仕
業
⽜
の
域
を
越
え
て
⽛
N
oW
⽜
を
中
心
に
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
に
蔓
延
し
て
い
た
事
実
を
認

定
し
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
事
件
に
関
与
し
た
⽛
N
oW
⽜
関
係
者
等
を
断
罪
し
た
こ
と
は
評
価
に
値
す

る
。
例
え
ば
、
中
央
刑
事
法
院
の
ジ
ョ
ン
・
サ
ン
ダ
ー
ス
（
John
Saunders）
判
事
は
二
〇
一
四
年
六
月
二
四
日
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー

ル
ソ
ン
等
の
電
話
盗
聴
事
件
判
決
に
お
い
て
、
電
話
盗
聴
が
刑
事
犯
罪
（
調
査
権
限
規
制
法
違
反
）
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、

⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
電
話
盗
聴
の
蔓
延
事
実
と
そ
の
隠
蔽
を
事
実
上
認
め
て
糾
弾
し
た
の
で
あ
る
（
46
）。
し
か
し
、
裁
判
所
の
個
別
判
断
を
精
査

す
る
と
、
電
話
盗
聴
事
件
の
全
容
解
明
に
至
ら
な
か
っ
た
の
も
否
め
な
い
。

第
一
に
、
全
般
的
に
公
訴
事
実
に
関
す
る
審
理
が
十
分
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
。
ジ
ョ
ン
・
サ
ン
ダ
ー
ス
判
事
は
、⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
一
連

の
犯
行
期
間
を
基
本
的
に
二
〇
〇
二
年
四
月
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
電
話
盗
聴
事
件
か
ら
二
〇
〇
六
年
八
月
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
等
の

逮
捕
ま
で
と
捉
え
て
い
る
が
、
こ
の
期
間
前
後
の
電
話
盗
聴
事
件
の
存
在
を
度
外
視
し
て
い
る
。
主
要
被
告
人
の
公
訴
事
実
に
よ
れ
ば
、
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電
話
盗
聴
は
少
な
く
と
も
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
よ
り
始
ま
り
、
ダ
ン
・
エ
バ
ン
ス
に
よ
る
イ
ン
テ
リ
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
ケ
リ
ー
・
ホ
ッ
ペ
ン

（
K
elly
H
oppen）
へ
の
電
話
盗
聴
（
二
〇
〇
九
年
六
月
～
二
〇
一
〇
年
三
月
）
が
示
す
よ
う
に
、
二
〇
〇
六
年
八
月
以
降
も
散
見
さ
れ
る

こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
電
話
盗
聴
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
個
別
事
件
に
お
い
て
も
審
理
不
足
が
見
ら
れ
る
。
と
り
わ

け
、
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
電
話
盗
聴
事
件
の
場
合
、
彼
女
の
失
踪
後
⽛
N
oW
⽜
と
警
察
の
対
応
を
含
め
た
事
件
の
全
貌
解
明
に
は
程
遠
い
（
47
）。

第
二
に
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
に
対
す
る
全
面
無
罪
判
決
に
は
同
調
し
難
い
。
電
話
盗
聴
事
件
の
司
法
判
断
に
お
け
る
最
大
の
関

心
事
は
核
心
被
告
人
二
人
、
す
な
わ
ち
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
と
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
へ
の
判
決
の
行
方
で
あ
る
が
、
両
者
の

明
暗
が
分
か
れ
た
。
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
が
、
彼
女
の
夫
と
側
近
等
と
と
も
に
司
法
妨
害
を
共
謀
し
た
嫌
疑
に
つ
き
無
罪
が
宣
告
さ

れ
た
の
は
別
論
と
し
て
も
、
電
話
盗
聴
の
共
謀
及
び
公
職
者
に
対
す
る
金
銭
支
給
の
共
謀
と
無
関
係
で
あ
っ
た
か
疑
問
が
残
る
。
彼
女
が

⽛
N
oW
⽜
の
編
集
長
（
二
〇
〇
〇
年
五
月
～
二
〇
〇
三
年
一
月
）
と
⽛
サ
ン
⽜
の
編
集
長
を
務
め
た
（
二
〇
〇
三
年
一
月
～
二
〇
〇
九
年
九

月
）
約
一
〇
年
間
は
、
あ
い
に
く
両
紙
が
電
話
盗
聴
や
公
職
者
へ
の
金
銭
支
給
に
よ
り
違
法
な
情
報
収
集
を
行
っ
た
全
盛
期
に
当
た
る
。

彼
女
が
各
種
違
法
行
為
に
加
担
し
た
直
接
的
な
証
拠
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
取
材
・
報
道
活
動
に
対
す
る
注
意
・
確
認
義
務
及
び
金

銭
出
納
に
関
す
る
最
終
責
任
者
と
し
て
部
下
や
私
立
探
偵
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
等
の
犯
罪
行
為
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
特
に
、

⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
電
話
盗
聴
事
件
当
時
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
同
紙
の
編
集
長
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

二
〇
〇
二
年
四
月
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
に
関
す
る
報
道
が
登
場
し
た
時
海
外
休
暇
中
で
あ
っ
た
こ
と
等
を
挙
げ
、⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
二
〇

一
一
年
七
月
五
日
付
報
道
に
至
る
ま
で
同
犯
行
の
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
と
潔
白
を
主
張
し
た
の
は
、
説
得
力
を
欠
く
。
彼
女
へ
の
無
罪

判
決
は
、
豪
華
弁
護
士
軍
団
で
臨
ん
だ
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
資
本
力
の
勝
利
と
も
言
え
よ
う
（
48
）。
結
局
、
彼
女
は
二
〇
一
五
年
九
月
、

N
ew
s
U
K
の
CEO
に
復
帰
し
た
。

第
三
に
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
に
対
す
る
判
決
に
は
未
解
明
な
点
が
少
な
く
な
い
。
裁
判
所
が
主
要
電
話
盗
聴
事
件
に
お
い
て
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彼
に
対
し
て
有
罪
判
決
を
下
し
た
の
は
、
彼
が
⽛
N
oW
⽜
の
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
編
集
長
の
下
の
副
編
集
長
（
二
〇
〇
〇
年
五
月
～

二
〇
〇
三
年
一
月
）
と
編
集
長
（
二
〇
〇
三
年
一
月
～
二
〇
〇
七
年
一
月
）
と
し
て
電
話
盗
聴
を
背
後
で
操
縦
し
た
事
実
を
明
示
的
・
黙

示
的
に
認
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
保
守
党
の
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
（
直
後
に
首
相
）
が
二
〇
〇
七
年
五
月
以
降
、

彼
を
公
職
に
抜
擢
し
た
の
は
、
結
果
的
に
犯
罪
者
を
重
用
し
続
け
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル

ソ
ン
と
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
特
別
な
関
係
は
勿
論
、
ひ
い
て
は
後
述
す
る
こ
の
関
係
の
拡
大
図
、
す
な
わ
ち
電
話
盗
聴
事

件
の
裏
に
隠
さ
れ
た
Ｎ
Ｉ
と
権
力
（
政
治
家
・
警
察
）
の
癒
着
関
係
を
追
究
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー

ル
ソ
ン
と
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
が
二
人
三
脚
の
正
副
編
集
長
と
し
て
⽛
N
oW
⽜
を
牽
引
し
た
当
時
、
二
人
は
既
に
不
倫
関
係
に
あ
っ

た
（
一
九
九
八
年
～
二
〇
〇
四
年
）
が
、
裁
判
所
は
こ
の
事
実
と
同
紙
の
編
集
方
針
や
電
話
盗
聴
等
違
法
な
情
報
収
集
行
為
と
の
関
係
も

究
明
で
き
な
か
っ
た
。

四

小
結

1

不
十
分
な
実
体
的
真
実
の
究
明

電
話
盗
聴
事
件
が
発
覚
し
た
二
〇
一
一
年
七
月
以
降
、
Ｎ
Ｃ
、
政
府
・
議
会
、
捜
査
当
局
は
事
件
に
対
す
る
多
角
的
な
調
査
・
捜
査
を

展
開
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
調
査
・
捜
査
は
実
体
的
真
実
を
十
分
に
究
明
で
き
ず
、
竜
頭
蛇
尾
に
終
わ
っ
た
側
面
は
否
め
な
い
。

Ｎ
Ｃ
は
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
社
内
調
査
に
基
づ
く
事
実
関
係
の
解
明
よ
り
は
、
経
営
危
機
の
回
避
に
注
力
し
た
。
Ｎ
Ｃ
は
⽛
N
oW
⽜

を
含
む
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
直
後
、
①
⼦N
oW
⽜
の
廃
刊
、
②
BSkyB
買
収
の
断
念
、
③
M
SC
を
設
置
し
て

事
件
の
事
後
処
理
体
制
の
確
立
、
④
Ｎ
Ｃ
と
Ｎ
Ｉ
の
首
脳
部
人
事
の
刷
新
等
を
断
行
し
た
。
こ
の
よ
う
な
Ｎ
Ｃ
の
迅
速
な
対
応
に
は
一
定
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の
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
①
は
最
も
電
話
盗
聴
を
濫
発
し
て
い
た
⽛
N
oW
⽜
の
題
号
を
廃
止
し
、
姉
妹
紙
の
⽛
サ

ン
⽜
に
事
実
上
統
合
さ
せ
る
措
置
で
あ
り
、
②
は
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
の
余
波
で
政
府
の
承
認
が
見
込
め
な
く
な
っ

た
た
め
、
や
む
を
得
な
い
判
断
で
あ
り
、
③
は
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
電
話
盗
聴
事
件
を
め
ぐ
る
当
局
や
被
害
者
か
ら
の
追
及
（
警
察
捜
査
、

民
事
訴
訟
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
調
査
等
）
へ
の
防
禦
体
制
に
他
な
ら
ず
、
④
は
後
に
事
実
上
反
故
に
さ
れ
た
（
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ

ク
の
21
世
紀
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
CEO
就
任
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
N
ew
sU
K
の
CEO
復
帰
等
）
た
め
、
当
面
の
弥
縫
策
に
過
ぎ

な
い
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
Ｎ
Ｃ
の
各
種
対
応
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
電
話
盗
聴
に
代
表
さ
れ
る
⽛
闇
の
魔
術
⽜
を

駆
使
し
な
が
ら
そ
の
事
実
を
隠
蔽
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
事
実
関
係
や
原
因
等
を
積
極
的
に
究
明
し
て
再
発
防
止
を
図
る
姿
勢
に
欠
け

る
。政

府
と
議
会
は
、
電
話
盗
聴
事
件
の
真
相
を
必
ず
し
も
徹
底
的
に
究
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
政
府
が
設
置
し
た
レ
ベ
ソ
ン
委

員
会
や
下
院
文
化
委
員
会
が
、
電
話
盗
聴
事
件
を
多
角
的
に
調
査
し
て
事
件
の
解
明
に
努
め
た
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
レ
ベ
ソ
ン

委
員
会
は
調
査
対
象
者
の
膨
大
な
証
言
・
資
料
を
基
に
、⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴
を
含
む
プ
レ
ス
の
非
倫
理
的
か
つ
違
法
な
情
報
収
集
行

為
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
で
き
な
か
っ
た
PCC
の
失
敗
を
正
面
か
ら
批
判
し
、
新
し

い
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
確
立
を
勧
告
し
た
。
ま
た
、
下
院
文
化
委
員
会
は
、
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
当
時
の
Ｎ
Ｃ
と
Ｎ
Ｉ
の
経
営
陣
（
マ
ー

ド
ッ
ク
親
子
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
）
等
を
召
喚
し
て
複
数
回
の
公
聴
会
を
開
催
し
、
彼
等
の
責
任
を
問
い
糺
し
、
経
営
陣
が
究
極

的
に
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
付
け
た
。
し
か
し
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
は
プ
レ
ス
と
政
治
家
・
警
察
の
不
健
全
な
関
係
を

摘
示
・
批
判
し
つ
つ
も
、
こ
の
よ
う
な
関
係
が
警
視
庁
の
電
話
盗
聴
事
件
捜
査
に
影
響
を
与
え
た
証
拠
（
49
）や
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン

首
相
と
Ｎ
Ｉ
の
政
治
的
取
引
に
関
す
る
証
拠
は
な
い
と
し
（
50
）、
電
話
盗
聴
事
件
の
背
後
に
潜
ん
で
い
る
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
帝
国
と
権

力
の
癒
着
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
下
院
文
化
委
員
会
は
、
電
話
盗
聴
事
件
に
関
す
る
Ｎ
Ｃ
と
Ｎ
Ｉ
の
経
営
陣
の
責
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任
を
厳
し
く
追
及
し
た
も
の
の
、
結
局
、
マ
ー
ド
ッ
ク
親
子
と
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
に
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
前
か
ら
⽛
N
oW
⽜
の
電

話
盗
聴
の
蔓
延
事
実
の
認
知
や
、
事
件
へ
の
責
任
を
認
め
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

電
話
盗
聴
事
件
は
再
捜
査
を
経
て
刑
事
手
続
が
終
結
し
た
が
、
そ
の
全
容
解
明
に
は
及
ば
な
い
。
警
視
庁
は
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
二
〇
一

一
年
よ
り
電
話
盗
聴
事
件
専
担
捜
査
班
を
設
置
し
て
約
五
年
間
本
格
的
な
捜
査
を
行
い
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー

ル
ソ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
Ｎ
Ｉ
関
係
者
に
加
え
、
私
立
探
偵
、
公
職
者
等
を
次
々
と
逮
捕
し
た
。
そ
の
う
ち
相
当
数
が
起
訴
さ
れ
、
主
要

被
告
人
が
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
新
聞
の
電
話
盗
聴
等
違
法
な
情
報
収
集
行
為
が
、⽛
N
oW
⽜
の
⽛
一
不
良
記
者
の
仕
業
⽜
で
は
な
く
、
同

紙
を
中
心
に
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
に
蔓
延
し
て
い
た
こ
と
が
初
め
て
司
法
に
よ
り
立
証
さ
れ
、
断
罪
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
電
話
盗

聴
の
隠
密
性
・
密
行
性
の
故
に
被
害
認
知
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
全
て
の
事
件
が
解
決
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
実
際
、
捜
査

当
局
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
前
の
電
話
盗
聴
疑
惑
に
は
メ
ス
を
入
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
司
法
判
断
に
よ
る
と
、
違
法
行
為
の
指
示
・
承
認

者
た
る
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
と
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
に
対
す
る
相
反
す
る
判
決
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
全
般
的
に
公
訴
事
実

に
関
す
る
審
理
が
十
分
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
マ
ー
ド
ッ
ク
親
子
、
警
視
庁
首
脳
部
、
政
治
指
導
者
等
は
立
件
さ
れ
な
か
っ
た

た
め
、
電
話
盗
聴
事
件
の
深
層
に
迫
る
こ
と
な
く
、⽛
ト
カ
ゲ
の
尻
尾
切
り
⽜
的
結
果
に
終
わ
っ
た
。

一
方
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
が
遂
行
し
な
か
っ
た
パ
ー
ト
Ⅱ
に
関
す
る
調
査
の
た
め
の
新
し
い
調
査
機
関
（
い
わ
ゆ
る
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会

Ⅱ
）
の
発
足
の
賛
否
が
議
論
さ
れ
た
が
、
二
〇
一
八
年
五
月
議
会
に
お
い
て
反
対
派
（
保
守
党
）
が
賛
成
派
（
労
働
党
）
を
僅
差
で
上
回

り
、
実
現
し
な
か
っ
た
（
51
）。
結
局
、
プ
レ
ス
と
権
力
（
政
治
家
・
警
察
）
の
関
係
等
の
観
点
か
ら
電
話
盗
聴
事
件
を
検
証
す
る
機
会
を
逸
し

た
。
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2

問
わ
れ
る
プ
レ
ス
規
制
の
在
り
方

電
話
盗
聴
事
件
で
露
呈
し
た
最
も
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
問
題
は
、
プ
レ
ス
規
制
の
在
り
方
で
あ
る
。
PCC
が
度
々
提
起
さ
れ
て
い
た
プ
レ

ス
の
違
法
な
情
報
収
集
疑
惑
に
つ
き
適
切
な
措
置
を
講
じ
た
な
ら
ば
、
大
規
模
電
話
盗
聴
は
防
げ
た
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
レ
ベ
ソ
ン

委
員
会
が
PCC
を
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
し
て
失
敗
し
た
と
断
じ
、
新
し
い
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
確
立
を
勧
告
し
た
の
は
正
鵠
を
得
た
も

の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
PCC
も
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
直
後
の
二
〇
一
一
年
七
月
六
日
、
電
話
盗
聴
を
否
定
す
る
Ｎ
Ｉ
の
主
張
を
追
認
し

て
き
た
自
身
の
失
敗
を
自
認
し
、
自
ら
を
改
革
対
象
と
し
て
規
定
し
た
経
緯
が
あ
る
（
52
）。

こ
こ
で
重
要
な
争
点
は
、
PCC
に
代
わ
る
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
し
て
ど
の
よ
う
な
体
制
が
相
応
し
い
の
か
で
あ
る
。
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会

に
は
四
六
の
個
人
・
団
体
か
ら
純
粋
な
自
主
規
制
方
式
、
法
律
に
基
づ
く
自
主
規
制
方
式
を
含
む
多
様
な
プ
レ
ス
規
制
モ
デ
ル
が
提
案
さ

れ
た
（
53
）が
、
同
委
員
会
は
法
律
に
基
づ
く
独
立
自
主
規
制
モ
デ
ル
（
以
下
、
レ
ベ
ソ
ン
モ
デ
ル
）
を
提
示
し
、
そ
の
確
立
を
勧
告
し
た
。
レ

ベ
ソ
ン
モ
デ
ル
は
、
プ
レ
ス
業
界
と
政
府
か
ら
独
立
し
た
自
主
規
制
機
関
が
プ
レ
ス
規
制
を
担
う
が
、
規
制
機
関
が
法
定
の
承
認
機
関
の

承
認
と
定
期
審
査
を
要
す
る
た
め
、
厳
密
に
は
プ
レ
ス
業
界
と
政
府
が
と
も
に
規
制
に
関
与
す
る
共
同
規
制
（
co-regulation）
方
式
で

あ
る
（
54
）。
一
六
九
五
年
特
許
検
閲
法
（
Licensing
A
ct）
の
廃
止
以
来
、
基
本
的
に
プ
レ
ス
に
対
す
る
政
府
の
不
干
渉
を
憲
法
原
則
と
し
て

き
た
こ
と
に
鑑
み
、
レ
ベ
ソ
ン
モ
デ
ル
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
提
案
で
あ
る
。

案
の
定
、
レ
ベ
ソ
ン
モ
デ
ル
は
、
政
界
、
プ
レ
ス
業
界
等
の
利
害
関
係
者
間
の
意
見
対
立
で
大
論
争
を
呼
ん
だ
。
激
し
い
論
争
を
経
て
、

政
界
は
二
〇
一
三
年
三
月
、制
定
法
で
は
な
く
、勅
許
状（
RoyalCharter）に
基
づ
く
レ
ベ
ソ
ン
モ
デ
ル
の
実
現（
以
下
、勅
許
状
方
式
（
55
））

に
合
意
し
た
一
方
、
プ
レ
ス
業
界
は
同
年
四
月
、
対
案
と
し
て
プ
レ
ス
規
制
に
お
け
る
法
的
・
政
治
的
干
渉
の
排
除
を
狙
っ
た
独
自
の
勅

許
状
方
式
（
プ
レ
ス
業
界
案
（
56
））
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
枢
密
院
に
よ
り
前
者
は
承
認
さ
れ
た
が
、
後
者
は
承
認
拒
否
さ
れ
た
。
結
局
、

プ
レ
ス
業
界
は
二
〇
一
四
年
九
月
、
政
府
の
勅
許
状
方
式
を
追
求
せ
ず
、
純
粋
な
プ
レ
ス
規
制
機
関
IPSO
を
創
設
し
た
。
他
方
、
一
部
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の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
作
家
を
含
む
プ
レ
ス
改
革
運
動
家
等
（
press
reform
cam
paigners）
が
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
の
厳
格
な

遵
守
を
目
指
し
て
立
ち
上
げ
た
IM
PRESS
が
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
勅
許
状
に
基
づ
き
プ
レ
ス
承
認
パ
ネ
ル
（
Press
Recognition

Panel）
に
よ
り
新
た
な
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
し
て
承
認
さ
れ
た
（
57
）

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
現
在
、
プ
レ
ス
規
制
機
関
は
、
IPSO
と
IM
PRESS
が
併
存
す
る
中
、
大
半
の
プ
レ
ス
が
会
員
と
し
て

加
盟
し
て
い
る
前
者
（
58
）が
優
位
に
立
っ
て
い
る
。
プ
レ
ス
業
界
が
プ
レ
ス
の
自
由
の
潜
在
的
侵
害
（
法
的
・
政
治
的
介
入
）
を
警
戒
し
、
制

定
法
や
勅
許
状
に
基
づ
く
プ
レ
ス
規
制
方
式
を
拒
否
し
つ
つ
、
IPSO
を
創
設
し
た
の
は
評
価
に
値
す
る
。
し
か
し
、
IPSO
は
規
制
方
式

上
PCC
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
規
制
の
実
効
性
確
保
を
め
ぐ
り
N
U
Jや
H
acked
O
ff等
か
ら
批
判
を
受
け
て
い
る
。
た
だ
、

IPSO
は
無
力
さ
故
に
失
敗
し
た
PCC
の
経
験
を
踏
ま
え
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
勧
告
の
一
部
、
す
な
わ
ち
プ
レ
ス
の
重
大
倫
理
違
反
事

案
へ
の
基
準
調
査
（
standardsinvestigations）、
極
め
て
重
大
な
倫
理
違
反
プ
レ
ス
へ
の
金
銭
的
制
裁
（
罰
金
）、
民
事
訴
訟
請
求
者
へ

の
仲
裁
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
定
着
が
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
し
て
の

IPSO
の
成
功
の
鍵
を
握
る
と
考
え
ら
れ
る
。

結
び
に
代
え
て

以
上
、
本
研
究
で
は
、
英
国
に
お
け
る
新
聞
の
電
話
盗
聴
事
件
に
つ
い
て
総
合
的
な
考
察
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
、
第
一
章
で
は
事

件
の
概
要
を
記
述
し
、
第
二
章
で
は
事
件
の
深
層
を
探
究
し
、
第
三
章
で
は
事
件
へ
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
以
下
、
研
究
の
成
果

を
総
括
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
す
。

英
国
で
は
二
〇
一
一
年
七
月
、
新
聞
の
大
規
模
電
話
盗
聴
事
件
が
発
覚
し
、
同
国
の
み
な
ら
ず
世
界
を
震
撼
さ
せ
た
。⽛
N
oW
⽜
を
は
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じ
め
と
す
る
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
が
一
〇
年
以
上
に
わ
た
り
違
法
な
情
報
収
集
行
為
、
す
な
わ
ち
電
話
盗
聴
、
ブ
ラ
ギ
ン
グ
、
ピ
ニ
ン
グ
、
金

銭
支
給
等
を
通
じ
て
数
千
人
の
内
密
情
報
を
入
手
し
、
ニ
ュ
ー
ス
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
成
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
違
法
な
電
話
盗
聴
事
件
は
、
主
に
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
（⽛
N
oW
⽜
は
電
話
盗
聴
、⽛
サ
ン
⽜
は
金
銭
支
給
を
多
用
）
に
集
中
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
Ｎ
Ｉ
、
ひ
い
て
は
そ
の
母
体
で
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
が
率
い
る
メ
デ
ィ
ア
帝
国
Ｎ
Ｃ
の
企
業
犯
罪
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
王
室
、
政
官
界
、
芸
能
・
ス
ポ
ー
ツ
界
等
多
方
面
の
公
人
・
準
公
人
の
み
な
ら
ず
、
一
般
人
も
⽛
N
oW
⽜
等
の
電
話
盗
聴
の
標
的

と
な
り
、
五
〇
〇
〇
人
以
上
が
被
害
を
被
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
新
聞
の
邪
悪
な
行
為
は
、
調
査
権
限
規
制
法
、
デ
ー

タ
保
護
法
等
複
数
の
法
令
に
触
れ
る
だ
け
で
な
く
、
重
大
な
プ
レ
ス
倫
理
違
反
で
あ
る
。
新
聞
の
電
話
盗
聴
疑
惑
は
二
〇
〇
〇
年
代
序
盤

以
降
度
々
浮
上
し
て
い
た
が
、
警
察
は
本
格
的
に
メ
ス
を
入
れ
て
お
ら
ず
、
当
時
プ
レ
ス
規
制
機
関
PCC
も
適
切
な
措
置
を
怠
っ
た
。
結

局
、
長
年
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
た
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
は
、⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
の
ニ
ッ
ク
・
デ
イ
ビ
ス
記
者
の
不
屈
の
調
査
報
道
に

よ
り
明
る
み
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。

タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
が
電
話
盗
聴
に
走
っ
た
原
因
は
、
第
一
義
的
に
は
商
業
至
上
主
義
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
機
能
不
全
に
あ
る
。
特
に
、
Ｎ
Ｉ

傘
下
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
、⽛
N
oW
⽜
と
⽛
サ
ン
⽜
は
、
従
来
よ
り
興
味
本
位
の
煽
情
主
義
を
主
武
器
と
し
て
市
場
で
の
競
争
を
勝
ち
抜
く
一

方
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
や
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
の
よ
う
な
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
最
側
近
の
編
集
幹
部
に
よ
っ
て
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
電
話
盗
聴
事
件
の
背
後
に
は
、
Ｎ
Ｉ
と
権
力
（
政
治
家
・
警
察
）
の
癒
着
関
係
が
潜
ん
で
い
る
。
ま

ず
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
と
Ｎ
Ｉ
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
以
降
、
政
府
と
ウ
ィ
ン
ウ
ィ
ン
の
関
係
を
築
い
て
き
た
。

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
や
Ｎ
Ｉ
幹
部
と
政
治
指
導
者
が
公
私
に
わ
た
り
過
度
に
親
密
な
関
係
を
保
つ
中
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
は
企
業
の

実
益
を
計
算
し
て
時
の
政
治
権
力
に
迎
合
し
、
政
府
は
Ｎ
Ｃ
や
Ｎ
Ｉ
寄
り
の
メ
デ
ィ
ア
政
策
（
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
事
業
拡
大
へ

の
便
宜
供
与
等
）
を
展
開
す
る
利
益
交
換
を
行
っ
た
。
次
に
、
Ｎ
Ｉ
と
警
察
も
長
い
間
蜜
月
関
係
に
あ
っ
た
。
Ｎ
Ｉ
関
係
者
と
警
視
庁
首
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脳
部
は
定
期
会
合
を
含
め
公
私
に
わ
た
り
多
様
な
形
態
の
交
流
を
深
め
る
一
方
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
と
一
部
警
察
官
は
金
銭
授
受
に
よ
る

他
人
の
内
密
情
報
の
取
引
も
行
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
Ｎ
Ｉ
と
権
力（
政
治
家
・
警
察
）の
異
様
な
関
係
が
、長
い
間
権
力
に
よ
る⽛
N
oW
⽜

等
の
電
話
盗
聴
へ
の
チ
ェ
ッ
ク
を
妨
げ
（
事
実
上
幇
助
）、
Ｎ
Ｉ
に
よ
る
電
話
盗
聴
の
隠
蔽
工
作
の
成
功
を
支
え
た
側
面
は
否
め
な
い
。

結
局
、
二
〇
一
一
年
七
月
、
隠
さ
れ
て
き
た
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
が
発
覚
し
、
Ｎ
Ｃ
、
政
府
・
議
会
、
捜
査
当
局
に
よ
る
事
件
へ
の

調
査
・
捜
査
が
本
格
化
し
た
。
と
こ
ろ
が
、こ
れ
ら
の
調
査
・
捜
査
は
実
体
的
真
実
を
十
分
に
究
明
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
。
Ｎ
Ｃ
は⽛
N
oW
⽜

の
廃
刊
、
BSkyB
買
収
の
断
念
、
事
件
の
事
後
処
理
体
制
の
確
立
、
Ｎ
Ｃ
と
Ｎ
Ｉ
の
首
脳
部
人
事
の
刷
新
等
を
断
行
し
た
が
、
事
件
の
事

実
関
係
や
原
因
の
究
明
の
姿
勢
に
欠
け
る
。
政
府
と
議
会
は
独
立
調
査
委
員
会
の
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
や
下
院
文
化
委
員
会
等
を
通
じ
て
事

件
に
関
す
る
多
角
的
な
調
査
を
行
い
、
多
数
の
事
実
関
係
を
確
認
し
た
も
の
の
、
マ
ー
ド
ッ
ク
親
子
の
犯
行
へ
の
関
与
、
Ｎ
Ｃ
や
Ｎ
Ｉ
と

権
力
（
政
治
家
・
警
察
）
の
黒
い
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
警
視
庁
の
電
話
盗
聴
事
件
専
担

捜
査
班
に
よ
る
約
五
年
間
の
本
格
的
な
捜
査
の
結
果
、
Ｎ
Ｉ
関
係
者
を
中
心
に
多
数
の
言
論
人
等
に
刑
事
責
任
を
負
わ
せ
た
。
し
か
し
、

捜
査
当
局
の
事
件
捜
査
や
裁
判
所
の
審
理
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
く
、
事
件
の
全
容
解
明
に
は
及
ば
な
い
。

一
方
、
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
を
受
け
、
プ
レ
ス
業
界
は
PCC
に
代
わ
る
新
し
い
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
確
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
レ
ベ

ソ
ン
委
員
会
は
法
律
に
基
づ
く
独
立
自
主
規
制
機
関
の
設
立
を
勧
告
し
た
が
、
大
論
争
を
経
て
、
純
粋
な
自
主
規
制
機
関
IPSO
に
加
え
、

勅
許
状
に
基
づ
く
自
主
規
制
機
関
IM
PRESS
が
設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
後
、
大
半
の
プ
レ
ス
が
加
盟
す
る
IPSO
が
PCC
の

失
敗
を
踏
ま
え
、
有
効
な
プ
レ
ス
規
制
機
関
と
し
て
定
着
す
る
か
が
注
視
さ
れ
る
。

（
1
）
Brian
Cathcart,̒
T
he
Press,the
Leveson
Inquiry
and
the
H
acked
O
ffCam
paign̓
,in
Richard
Lance
K
eeble
and
John
M
air(ed.),T
he

phone
hacking
scandal:journalism
on
trial(A
rim
a
Publishing,2012),38-41.
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（
2
）
Jam
es
Robinson,̒
N
ew
s
ofthe
W
orld
to
close
as
RupertM
urdoch
acts
to
lim
itfallout̓
,T
he
G
uardian
(7
July
2011).

（
3
）
Brian
W
inston,A
R
ightto
O
ffend
(Bloom
sbury
A
cadem
ic,2012),20.

（
4
）

N̒
ew
s
ofthe
W
orld
circulation
data:w
ho
read
itand
how
m
any
boughtit?̓
,T
he
G
uardian
(8
July
2011).

（
5
）
Jam
es
Robinson,̒
N
ew
s
Corp
pulls
outofBSkyB
bid̓
,T
he
G
uardian
(13
July
2011).

（
6
）
Jessica
T
oonkel,K
ate
H
olton
and
Pam
ela
Barbaglia,̒
M
urdoch̓
s
T
w
enty-First
Century
Fox
bids
$14
billion
for
U
K
s̓
Sky̓
,

R
E
U
T
E
R
S
(10
D
ecem
ber
2016).

（
7
）

R̒upertM
urdoch̓
s
public
acts
ofcontrition̓
,T
he
G
uardian
(16
July
2011).

（
8
）

N̒
ew
s
Corporation̓
s
M
anagem
ent
and
Standards
Com
m
ittee
(M
SC)
has
today
(T
hursday,July
21)
published
its
T
erm
s
of

Reference
(T
oR)̓
,N
ew
sU
K
(21
July
2011).

（
9
）
二
〇
一
七
年
九
月
時
点
に
お
い
て
一
〇
〇
〇
人
超
の
被
害
者
に
総
額
数
億
ポ
ン
ド
を
賠
償
し
て
い
る
。
Graham
Ruddick,̒
N
ew
s
Group
settles
17

cases
related
to
allegations
ofcrim
inality
atthe
Sun̓
,T
he
G
uardian
(7
Septem
ber
2017).

（
10
）

R̒upertM
urdoch
resigns
as
N
ew
s
Internationaldirector̓
,BBC
(22
July
2012).

（
11
）
父
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
譲
歩
に
よ
り
兄
ラ
ク
ラ
ン
・
マ
ー
ド
ッ
ク
（
Lachlan
M
urdoch）
と
と
も
に
共
同
CEO
を
務
め
て
い
た
が
、
二
〇
一
九

年
三
月
、
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
に
よ
る
21
世
紀
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
買
収
に
伴
い
辞
任
し
た
。

（
12
）
二
〇
一
八
年
一
〇
月
、
Com
castに
よ
る
Sky
U
K
の
買
収
に
伴
い
辞
任
し
た
。

（
13
）
通
信
盗
聴
共
謀
及
び
職
権
濫
用
幇
助
嫌
疑
で
起
訴
さ
れ
た
が
、
無
罪
が
確
定
し
た
後
、
N
ew
s
U
K
の
CEO
に
復
帰
し
た
。

（
14
）
Josh
H
alliday,̒
N
ew
s
Internationalrenam
ed
N
ew
s
U
K
,̓N
ew
sU
K
(26
June
2013).

（
15
）
A
m
y
Chozick,̒
M
urdoch,A
nnouncing
N
ew
s
Corp.Split,Calls
N
ew
spapers
V̒
iable̓
and
U̒
ndervalued̓

,̓T
he
N
ew
Y
ork
T
im
es

(28
June
2012).

（
16
）
Lisa
O
C̓arroll,̒
RupertM
urdoch
denies
N
ew
s
Corp
splitis
linked
to
phone-hacking
scandal̓
,T
he
G
uardian
(28
June
2012).

（
17
）
Erich
Schw
artzeland
Joe
Flint,̒
D
isney
Closes$71.3
Billion
D
ealfor21stCentury
Fox
A
ssets̓
,T
heW
allStreetJournal(20
M
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